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総務企画委員会説明資料 

 

                             総 務 部  

 

１ 令和７年度最終補正予算案 
 

（１）補正の考え方 
 

○ 国補正予算に対応して、重点支援地方交付金を活用した医療機関や福祉施設等

における光熱水費・食材料費等の物価高への支援や、医療機関等の経営強化や木

質バイオマス利用促進のための機材導入に対する支援、防災・減災・国土強靭化

に資する事業などを推進するために必要な予算を計上。 

 

○ 金融機関の融資実績を踏まえた中小企業融資資金貸付金の減、地方消費税の増

等に伴う税交付金の増など、事業費の確定等に伴う補正を行うとともに、県税や

地方交付税の増、繰入金や諸収入の減等に伴う歳入の補正を実施。 

 

○ 令和８年度当初予算において県債発行抑制などのために活用することを踏ま

え、財政調整基金を積み増し。 

 

（２）補正予算案の規模 
 

一般会計       ＋５８１億円  

   補正後予算規模 １兆３，５８９億円（前年度同期比 ＋１．９％） 

 

（参考）県債残高の状況 

    県債残高  （Ｒ８末見込み）１兆９，１７８億円（Ｒ７末比 ▲４０１億円） 
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２ 令和８年度当初予算案 

 

（１）予算編成の基本的な考え方 
 

   ○ 今回の予算編成に当たっては、人口減少時代の「新しい茨城」づくりに向け

て、引き続き、「新しい豊かさ」、「新しい安心安全」、「新しい人財育成」、

「新しい夢・希望」の４つのチャレンジに取り組むこととした。 

   ○ その中でも特に重点的に進める３つの取組として、「本県に他地域にはない

特長をつくるための『差別化』」、「本県の将来の発展を見据えた『インフラ

への投資』」、「『多様な人財』が活躍できる社会の実現」を推進していくこ

とを基本的な考えとした。 

 

（２）当初予算案の規模 
 

一般会計 １兆３,５９９億円（前年度比 ＋ ９６２億円 ＋７．６％） 

  ＊当初予算の歳出規模として過去最大、県税も過去最大 

 

（３）主な歳入の状況 

① 県税       ４，４７１億円（前年度比 ＋ ９０億円  ＋ ２．１％） 
   （利子割・地方消費税清算後 ５，１５０億円（  〃   ＋１９７億円  ＋ ４．０％） 

② 地方特例交付金    １９８億円（  〃    ＋１８０億円  ＋1000．０％） 
③ 地方交付税    ２，２４７億円（  〃    ＋２１３億円  ＋１０．５％） 
④ 国庫支出金     １，５２５億円（  〃   ＋１６４億円  ＋１２．０％） 
⑤ 県債          ８２８億円（  〃   ＋  ６９億円  ＋ ９．１％） 
うち臨時財政対策債    －億円（  〃      －億円    －  ％） 

 

（４）主な歳出の状況 

①義務的経費     ５，３８５億円（前年度比 ＋４３１億円 ＋ ８．７％） 

   ・人件費      ３，４６１億円（  〃   ＋２７５億円 ＋ ８．６％） 

   ・公債費      １，６３２億円（  〃    ＋１３９億円 ＋ ９．３％） 

   ・扶助費         ２９２億円（  〃  ＋ １７億円 ＋ ６．１％） 

（社会保障関係費   １，８１５億円（  〃  ＋ ５５億円 ＋ ３．１％） 

  ②投資的経費     １，５５６億円（  〃  ＋ ７１億円 ＋ ４．８％） 

③一般行政費     ４，５８０億円（  〃  ＋３２６億円 ＋ ７．７％） 

④税交付金等     ２，０７８億円（  〃  ＋１３５億円 ＋ ６．９％） 
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(参考)公共事業（特別会計、企業会計含む） 

１，１７１億円（  〃  ＋ ６５億円 ＋ ５．９％） 

   ・国補公共事業     ８２７億円（  〃   ＋ ３２億円 ＋ ４．０％） 

   ・県単公共事業     ３４３億円（  〃    ＋ ３３億円 ＋１０．６％） 

 

（注意）単位未満の四捨五入により、合計と各項目の足し上げが一致しない場合がある。 
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総務企画委員会説明資料（条例等） 

 

                                  総務部 財政課 

項 目 

 

茨城県資金積立基金条例の一部を改正する条例【一部改正】 

 

１ 改正の理由 

  茨城県高等学校等教育改革促進基金を設置するとともに、茨城県放射線利用試験研究施

設等整備基金を廃止するため、所要の改正をしようとするもの 

 

２ 内容 

  基金の設置及び廃止 

 

 （１）茨城県高等学校等教育改革促進基金の設置 

公立の高等学校等における教育改革の推進のための事業に要する費用を積み立てる

ため、茨城県高等学校等教育改革促進基金を設置 

 

 （２）茨城県放射線利用試験研究施設等整備基金の廃止 

基金全額の活用による設置目的の達成に伴い、基金を廃止 

 

 

３ 施行日 

  上記（１）：公布の日 

上記（２）：令和８年３月31日 
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総務企画委員会説明資料 

 

                                  総務部 管財課 

項 目 

 

工事請負契約の締結について（県庁舎行政棟外部改修工事） 

 

 

１ 現状・課題 

  県庁舎行政棟については竣工から27年が経過し、外壁のシーリングなどの 

劣化が進行していることから、改修を実施する必要がある。 

 

２ 必要性・ねらい 

  予防保全工事を適切に実施することにより、県庁舎の長寿命化を図るととも

に、施設利用者（来庁者、職員等）の安全・安心を確保する。 

 

３ 事業の内容 

（１）概  要  県庁舎行政棟外部改修工事に係る工事請負契約 

（２）契約相手方 日立市多賀町二丁目10番７号 

オカベ・鈴木良特定建設工事共同企業体  

代表者 株式会社オカベ 代表取締役 岡部 英明  

（３）契 約 額  506,000,000円（税込） 

（４）工 期  令和８年３月から令和９年３月 

（５）工事内容  外部改修工事一式（外壁シーリング更新、鉄骨部塗装 等） 

（６）全体スケジュール    

2023～24 年度 

(令和５～６年度) 

2025 年度 

(令和７年度) 

2026 年度 

(令和８年度) 

実施設計等 発注・契約・工事 工事 
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県庁舎行政棟外部改修工事

シーリングひび割れ 鉄骨部 仕上げの劣化（赤丸部）

目 的
予防保全工事を適切に実施することにより、県庁舎の

長寿命化を図るとともに、施設利用者（来庁者・職員等）
の安全・安心を確保する。

工事概要
・外部改修工事 一式

・防水工事（建具廻り・外壁シーリングの更新）

・塗装工事（鉄骨部（スーパーストラクチャー）の塗装）

内 容
契約相手方 オカベ・鈴木良特定建設工事共同企業体

契 約 額 ５０６,０００,０００円

工事場所 水戸市笠原町地内（県庁舎）

工事概要 外部改修工事一式

工 期 令和８年３月から令和９年３月まで

スーパーストラクチャー
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総務企画委員会説明資料 

 

                                総務部 市町村課 

 項 目 

地方自治法第 179 条第１項の規定に基づく専決処分について 

・令和７年度茨城県一般会計補正予算（第８号） 
（衆議院議員総選挙執行費予算） 

 

１ 必要性 

公職選挙法第 31 条の規定に基づき、衆議院解散後 40 日以内に執行する衆議院議

員総選挙の執行経費に関する予算について、地方自治法第 179 条第 1 項の規定に基

づき専決処分したもの 

  （専決処分の理由） 

選挙の執行にあたっては、衆議院解散後速やかに、投票用紙や候補者用諸物品

の発注、投開票速報のためのシステム設置等の準備を進める必要があり、特に緊

急を要し議会を招集する時間的余裕がないため 

 

＜第 51 回衆議院議員総選挙＞ 

・R8.１.19  高市首相が衆議院解散、選挙実施の意向表明 

 ・R8.１.23   衆議院解散 

 ・R8.１.27  公示 

 ・R8.２.８  投開票 

 
 
２ 内容 

   

（１）専決処分額 １，８０９百万円 

   ・市町村における投開票等に要する経費 

    （人件費、ポスター掲示場の設置等） 

・県における選挙物品や啓発等に要する経費 

（人件費、選挙公報の作成、投票用紙の作成等） 

 
（２）専決処分日 令和８年１月23日（解散日と同日） 
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総務企画委員会説明資料（条例等）  
 
 
                               総務部 総務課・財政課  

項 目  
茨城県税外収入金の延滞金徴収条例及び茨城県行政手続条例の一

部を改正する条例【一部改正】  

 
１ 改正の理由 

  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び行政手続法（平成５年法律第８８号）の

一部改正に伴い、茨城県税外収入金の延滞金徴収条例（昭和３９年条例第３０号）及

び茨城県行政手続条例（平成７年条例第５号）における公示送達について、所要の改

正を行うもの  
 
２ 内容 

  各条例における公示送達について、以下のとおり実施することとする。 

条  例  茨城県税外収入金の延滞金徴収条例  茨城県行政手続条例  
手  続  延滞金徴収に係る書類の送達  聴聞及び弁明の機会の通知の送達  
イ ン タ ー

ネ ッ ト に

よ り 公 表

さ れ る 内

容  

①  送達すべき書類を特定するため

に必要な情報（例：書類を送達する

根拠法令等）  
②  送達を受けるべき者の氏名  
③  送達すべき書類を保管し、いつで

も送達を受けるべき者に交付する旨  
 
※各所属のホームページに掲載予定  

①  不利益処分の名宛人となるべき

者の氏名  
②  期日、場所及び聴聞に関する事務

を所掌する組織の名称及び所在地  
③  行政庁が書面をいつでもその者

に交付する旨  
 

※各所属のホームページに掲載予定  
掲 示 場 で

の掲示等  
上記の事項が記載された書面を行政庁の事務所の掲示板に掲示し、又は事務

所に設置したパソコン等の画面に表示して閲覧  

 
３ 効果・影響 

  各条例における公示送達について、従来実施している掲示場での書面の掲示に加え

て、インターネット上での公示事項の公表が必要となる。  
 
４ 施行日 

（１）茨城県税外収入金の延滞金徴収条例  
   規則で定める日  
（２）茨城県行政手続条例  
   令和８年５月２１日（改正行政手続法の施行日と同日）  
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総務企画委員会説明資料（条例等）  
 
 
                                 総務部 総務課  

項 目  茨城県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例【一部改正】 

 
 
１ 改正の理由・根拠  
  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正

をしようとするもの  
 
２ 背景・必要性  
  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部改正により、茨城県公益

認定等審議会の審議事項に公益信託に関する事項が追加されることに伴い、所要の改正

をするもの  
 
３ 内容  
  茨城県公益認定等審議会が処理する事項として、新たに公益信託に関する事項を追加

するもの  
 
４ 効果・影響  

茨城県公益認定等審議会において、新たに公益信託に関する法律の規定による公益信

託認可等及び監督処分等の事項について審議・答申することとなる。  
 
５ 施行日  
  令和８年４月１日  
 
６ 参考事項  
  【参考】公益信託について  

・ 個人や法人が学術・文化・福祉などの公益目的のために財産を信託銀行などに

預け、その財産を公益目的に沿って管理・運用してもらい、社会貢献活動（奨学

金、研究助成、環境保護等）を行う制度  
・ 公益財団法人とほぼ同様の機能を有するが、独自の事務所・職員を置く必要が

ないなど、柔軟で円滑な活動が可能  
 

【茨城県公益認定等審議会の概要】  
   ・ 設置根拠：公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 50 条第２ 

          項  
   ・ 委 員 数：５名  
   ・ 任  期：２年  
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総務企画委員会説明資料（条例等） 

 

                              総務部 人事課 

 項 目 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例【一部改正】 

１ 改正の理由 

人事委員会の勧告等を踏まえ、給料表の号給構成や通勤手当等の諸手当を見

直すなど、所要の改正をしようとするもの 

 
 ２ 内容 

⑴ 職員の給与に関する条例の一部改正 

① 給料表の見直し 

職責をより重視した給料体系とするための給料表の号給構成等の見直し 

 

② 通勤手当の見直し 

ア 交通用具使用者に対する使用距離に応じた支給上限額の引上げ 

55,000 円/月 → 66,400 円/月 

 

イ パーク＆ライドに係る駐車場料金の支給対象を拡大 

 

⑵ その他所要の改正 

 

 ３ 効果・影響 

一般会計影響額 年間約８百万円 

 

 ４ 施行日 

令和８年４月１日 
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総務企画委員会説明資料（条例等） 

 

                              総務部 人事課 

 項 目 
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例【一部改正】 

１ 改正の理由 

   茨城県特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、特別職の職員の給料等を改

定しようとするもの 
 
 ２ 内容 

⑴ 知事等の給料の引上げ 

ア 茨城県特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、知事及び副知事の給料を

引上げ 

イ アに準じて、教育長、公営企業管理者、病院事業管理者及び常勤の監査委

員の給料を引上げ 

職名 
給料月額 

(現行) 

給料月額 

(改定後) 
改定額 

知事 1,340,000 円 1,380,000 円 40,000 円 

副知事 1,080,000 円 1,090,000 円 10,000 円 

教育長 910,000 円 920,000 円 10,000 円 

公営企業管理者 910,000 円 920,000 円 10,000 円 

病院事業管理者 910,000 円 920,000 円 10,000 円 

常勤の監査委員 660,000 円 670,000 円 10,000 円 

 

⑵ 非常勤特別職の職員の報酬の引上げ 

⑴に準じて、非常勤特別職の職員の報酬を引上げ 

 

 ３ 効果・影響 

一般会計影響額 年間約 14 百万円 

 

 ４ 施行日 

令和８年４月１日 
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総務企画委員会説明資料（条例等） 

 

                                  総務部 財政課 

項 目 

 

茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例【一部改正】 

 

１ 改正の理由 

  県が処理する事務に係る手数料について、法律の改正等に伴い、必要な事項を改正する

もの 

 

２ 内容 

 （１）低炭素建築物新築等計画の認定等に併せて建築基準の審査を申請する場合における

手数料の加算の廃止 

（現 行）県が審査の一部を外部機関に委託  

  ↓ 

（改正後）申請者が外部機関の審査を受けた後、県に申請 

 

（主なもの） 

・低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 362,000円→244,000円 

 

 （２）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正等に伴う低炭素建築物

新築等計画の認定等の審査を行う外部機関の見直しを踏まえた規定の整理 

 

（３）その他所要の改正 

 

３ 施行日 

上記（１）、上記（２）：令和８年４月１日 

上記（３）：公布の日外 
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総務企画委員会説明資料（議案関係）  
 
                                総務部 税務課  

項 目  
茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例

の一部を改正する条例【一部改正】   
１ 改正の理由 

  現行の特別措置の適用期限が本年度末までとなっているため、期限の延長

を行おうとするものである。  
＜目的・必要性＞ 

  本県への企業の本社機能の移転等の促進を通じた就業の機会の創出及び経

済基盤の強化を引き続き図る必要がある。  
  
２ 内容 

・事業税及び不動産取得税に係る特別措置の適用期限について、関係法令の 

２年間延長に準じて延長する。 

  令和８年３月 31 日まで→令和 10 年３月 31 日まで 

 ＜制度の概要＞ 

(1)  対象要件 

・本社機能を有する事務所、研究所、研修所の新増設 

・取得価格 3,800 万円（中小企業者は 1,900 万円）以上  

・増加従業者数５人（中小企業者は１人）以上 

(2) 対象税目 

① 事業税(個人・法人） 

増加従業者数の割合等に応じて３年間軽減 

② 不動産取得税 

新増設した家屋、敷地の取得に係る部分を軽減 

(3) 対象区域 

地域再生法に基づく特別措置に加え、同法の対象外となっている区域 

についても本県独自に不均一課税措置を講じることで、県内全域を対象 

としている。 

 

３ 効果・影響 

  本県への企業の本社機能の移転等を促進することにより、新たな就業の機 

会の創出及び経済基盤の強化を図ることができる。 

 

４ 施行日 

  公布の日 

 

５ 参考事項 

  適用実績（平成 28 年～令和７年 12 月の累計） 

実法人数 32 社 

免除税額 約 4.2 億円 
うち国制度 約 3.3 億円(26 社) 

うち県制度  約 0.9 億円(６社) 
増加従業者数 3,213 人 
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総務企画委員会説明資料（議案関係）  
 
 
                                総務部 市町村課  

項 目  茨城県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例【一部改正】 

 
１ 改正の理由・根拠 

(1)住民基本台帳法（以下、「住基法」という。）第 30 条の 15 第１項第２号及び同法

第 30条の 44の６第１項第２号の規定に基づき住民基本台帳ネットワークシステム等

（以下、「住基ネット」という。）で本人確認情報及び附票本人確認情報を利用する

ことができる事務を定めるもの 

(2)住基法の一部改正 

※本人確認情報：住民票に記載される氏名、住所等 

附票本人確認情報：戸籍の附票に記載される氏名、住所等 

 

２ 改正の目的 

本人確認情報等を利用することができる事務を追加する等、所要の改正を行うもの 

 

３ 背景・必要性 

住民票の写し又は戸籍の附票の写しを必要とする事務において、取得に要する住民の

負担軽減及び事務処理に係る効率化を図る必要があるため 

 

４ 内容 

 (1)行政事務の効率化を図るための事務の追加（１事務） 

・ 茨城県地域医療薬剤師修学資金貸与条例による修学資金の貸与に係る債権の回収

に関する事務 

(2)既に県が条例で定める住基ネットを利用できる事務のうち、住基法の一部改正によ

り法を根拠として利用できる事務が追加されたことから、その重複する事務を条例か

ら削除（３事務） 

・ 採石法による採石業者の登録又は届出に関する事務 

・ 砂利採取法による砂利採取業者の登録又は届出に関する事務 

・ 住民監査請求に係る措置の請求の受理に関する事務 

 

５ 効果・影響 

住民票の写し及び戸籍の附票の写しについて住民からの提出又は公用請求による取

得が不要となり、住民の負担軽減及び事務処理の効率化を図ることができる 

 

６ 施行日 

  公布の日 
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③議決  

総務企画委員会説明資料（議案関係）  
 
                                 総務部 行政経営課  

項 目  包括外部監査契約の締結について  

１ 予算額 
  １６，５００千円 
 
２ 現況・課題 
（１）地方自治法に基づき、平成11年４月から、県の組織に属さない外部監査人が、

特定のテーマを定め、県の財務等について毎年度監査を行うことが義務付けら
れている。 

（２）外部監査人の資格は、弁護士、公認会計士、監査等実務精通者又は税理士と
されている（地方自治法第252条の28①・②）。 

（３）同一の外部監査人とは連続して４回契約することができない（地方自治法第
252条の36④）。 

 
３ 必要性・ねらい 
  外部監査制度は、地方分権の推進に伴い、地方公共団体の行政の適正な運営を

確保する必要があるため、以下の観点から設けられた。 
  ・地方公共団体の監査機能の専門性、独立性の強化 
  ・地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼性の確保 
 
４ 内容 

  地方自治法の規定に基づき、公認会計士 前嶋
まえじま

仁一
じんいち

氏と包括外部監査契約を締 
結しようとするものである。 

 
  ［包括外部監査契約のフロー］ 
 
          ②議案提出       ④契約の締結 
 
 
 
 
             
 
５ 参考事項 
 〇契約              
  Ｈ11～Ｈ13 公認会計士 衣笠 秀夫 
  Ｈ14～Ｈ16 税 理 士 安  四郎 
  Ｈ17～Ｈ19 公認会計士 今野 利明 
  Ｈ20～Ｈ22 税 理 士 池谷 達郎 
  Ｈ23～Ｈ25 公認会計士 小林 保弘 
  Ｈ26～Ｈ28 税 理 士 池田 雄一 
  Ｈ29～Ｒ１ 公認会計士 蛭田 清人 

Ｒ２・Ｒ３ 税 理 士 坂本 和重 
  Ｒ４～Ｒ６ 公認会計士 小笠原 隆 

 Ｒ７    公認会計士 前嶋 仁一 
〇監査テーマ 
Ｒ３ 債権（県税に係るものを除く。）の管理に関する財務事務の執行について 

  Ｒ４ 水道事業における財産の維持管理等に関する財務事務の執行及び経営管理について 
  Ｒ５ 下水道事業に関する財務事務の執行及び経営管理について 
  Ｒ６ 基金等の管理と運用について 
  Ｒ７ 農林水産部の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について  

議会  知事  包括外部監査人  

監査委員  
①契約に関する意見 

〇前嶋仁一氏経歴 
  Ｈ６～Ｈ13 太田昭和監査法人 

(現：ＥＹ新日本有限責任監査法人) 

  Ｈ９ 公認会計士登録  
  Ｈ13 前嶋仁一公認会計士事務所開設 

Ｈ17～Ｈ19 県包括外部監査補助者 
  Ｒ２～Ｒ４ 水戸市包括外部監査人 

- 16 -



資料１－２ 
 

 

 

令和８年第１回定例会 

総務企画委員会説明資料 

（報告関係） 

 

 

１ 新しい茨城県総合計画 第４部「挑戦する県庁」への変革（案）について 

（総務部関連部分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

２ 令和７年度包括外部監査の結果及び今後の対応について ・・・・・・・・・ ４ 

 

 ３ 令和６年度茨城県の財務書類の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

４ ネーミングライツ・パートナーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

 

５ 税務情報の誤送付について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

 

 ６ 神栖市長選挙審査申し立てに係る対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

 

 ７ 令和８年度 総務部の組織改正について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

 

 ８ 茨城県職員子育て応援・女性活躍推進プラン（第２期）の策定・・・・・・・ 15 

 

  ９ 財政収支見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

 

 10 茨城県県税条例の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 

11 阿見町における市制施行の見送りについて・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

 

 

令和８年３月１２日 

総 務 部 

- 1 -



総務企画委員会説明資料 

                                  総務部 行政経営課 

項 目 
新しい茨城県総合計画 第４部「挑戦する県庁」への変革（案）について 

（総務部関連部分） 

１ 計画（案）の概要（詳細は次頁参照） 

（１）計画期間 令和８(2026)年度からの４年間（2026～2029 年度） 

（２）趣  旨 将来構想に掲げる「活力があり、県民が日本一幸せな県」の実現に向けた全て

の施策展開を支える基盤として、今後（令和８年度から）の４年間における行財

政運営の主な取組等を示す。 

（３）基本方針 未来に希望の持てる新しい茨城づくりに向けて 「挑戦する県庁」への変革 

（４）基本姿勢 「県民本位」、「積極果敢」、「選択と集中」 

（５）取組の柱 取組Ⅰ 挑戦できる体制づくり、取組Ⅱ 未来志向の財政運営 

 

２ 主な改定内容 

〇 人口減少や雇用の流動化が進み、職員の確保などが課題となってきていることから、「多

様な試験方法の工夫」や「外部人材の活用」、「給与などの処遇の改善」を明記 

〇 今般の災害対応や経済状況、国際情勢などを踏まえ、「社会情勢の変化に対応できる機動

的かつ柔軟な組織体制づくり」を明記 

〇 ＡＩの急速な進化を踏まえ、「ＡＩをはじめとするデジタル技術を活用した業務改革」や

「生成ＡＩ等のデジタル技術の積極的な活用」を明記 

〇 多様で柔軟な働き方をさらに推進していくため、「フレックスタイム制」や「勤務間イン

ターバルの確保」を明記 

 

３ 策定経過等 

（１）総合計画審議会の開催（現在［3/12］まで３回開催） 

  諮      問 令和７年 10月 30 日 

  答申（原案）審議 令和８年１月 26日 

答      申 令和８年３月下旬 

（２）未来を拓く新たな茨城づくり調査特別委員会における審議（現在［3/12］まで 10回開催） 

調査報告（最終提言） 令和７年 12月 15 日（第４回定例会） 

（３）パブリックコメントの実施 

期     間 令和８年２月 11日〜２月 25日（15日間） 

意見の募集方法 県ＨＰへの掲載、計画推進課及び各県民センター等での閲覧 
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新しい茨城県総合計画 第４部「挑戦する県庁」への変革（案）（概要） 
 
基本方針 未来に希望の持てる新しい茨城づくりに向けて 「挑戦する県庁」への変革 

基本姿勢 
県民本位  ▶「 県民のためになっているか」を常に考え、政策を実行します。 
積極果敢  ▶ 横並び意識を打破し、失敗を恐れず積極果敢に挑戦します。 
選択と集中 ▶ 目的を見据えて選択と集中を徹底し、経営資源を最大限効果的に活用します。

 
Ⅰ 挑戦できる体制づくり 

政策 1 「人財」の育成と実行力のある組織づくり 
施策(1) 失敗を恐れずに挑戦する多

様な「人財」の育成と確保 
・「人財」育成（職員研修の充実、職員の兼業の推進、

市町村等との合同研修や人事交流の実施等） 
・「人財」確保（多様な試験方法の工夫、外部人材の

活用、給与などの処遇の改善等） 
施策(2) スピード感を持って挑戦す

る実行力のある組織づくり 
・積極果敢に挑む組織づくり（社会情勢の変化に対応

できる機動的かつ柔軟な組織体制づくり等） 
・県民本位の行政サービスの提供 

政策２ スマート自治体の実現に向けたデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進 
施策(1) 県庁 DX の推進 ・AI をはじめとするデジタル技術を活用した業務改

革（生成ＡＩ等のデジタル技術の積極的な活用等） 
・DX 推進のための人財の育成と意識改革 

施策(2) DX による県民の利便性向上 ・県民サービスの充実 
政策３ 働き方改革の推進 
施策 職員が意欲を持って仕事がで

きる環境づくり 
・多様で柔軟な働き方の推進（時差出勤・テレワー

ク・フレックスタイム制など柔軟な働き方の推進、
勤務間インターバルの確保等） 

・仕事の生産性の向上 
政策４ 多様な主体と連携した県政運営 
施策 多様な主体と連携した県政運営 ・民間との連携・協働強化 

・国や他都道府県、市町村との連携強化  
Ⅱ 未来志向の財政運営 

政策 1 戦略的な予算編成と健全な財政構造の確立 
施策(1) 「選択と集中」による戦略的

な予算編成 
・好循環を生み出す施策への重点配分 
・スクラップ・アンド・ビルドの徹底と事務事業の

効率化 
・公共投資の重点化・効率化等 

施策(2) 将来にわたって発展可能な
健全な財政構造の確立 

・幅広い手法による財源の確保 
・公営企業会計・特別会計の健全化の推進 
・財政健全化目標の設定と財政状況の見える化 

政策 2 出資団体改革の推進 
施策 出資団体改革の推進 ・出資団体のあり方の見直し 

・経営健全化の推進 
・自立的な経営の推進  
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総務企画委員会説明資料 

総務部 行政経営課  

項 目 令和７年度包括外部監査の結果及び今後の対応について 

１ 監査の実施経過 

（１）監 査 テ ー マ 農林水産部の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について 

（２）監査対象機関 農林水産部30機関（本庁11課、出先19機関）   

（３）監 査 の 要 点  

・事務の執行及び事業の管理が、関係法令・条例・規則等に準拠して適切に行われているか。 

・事務の執行及び事業の管理が、経済的、効率的及び有効的になされているか。 

（４）監査実施期間 令和７年７月10日 ～ 令和８年２月26日 

（５）包括外部監査人 前嶋
まえじま

 仁一
じんいち

（公認会計士） 

 

２ 監査結果 
（１）指摘・意見の件数 63件(指摘：８件、意見：55件） 

（２）主な指摘・意見 

区

分 
指摘・意見の内容 

指

摘 

【要領で定めた確認を実施すべきこと】 

○ 補助金の実施要領において、申請者から提出された計画書の取組状況を確認すること

とされていたが、確認が漏れていた。必要な手続きや確認事項について、チェックリス

トを準備し活用するなど、手続きが漏れない仕組みを構築する必要がある。 

意

見 

【試験研究機関のあり方について】 

○ 現状の研究職の人事異動では、１つの課題を継続して専属で担える状況になっていな

い。研究の成果の充実を図っていく上で、研究課題に着眼した長期的な視点での配属を

検討してくことが有益である。 

○ 経営者の試験研究機関に対するニーズに応えていくために、研究機能の向上が必要で

ある。研究機能の向上策として、地方独立行政法人化は、研究機関が自立的に運営する

組織形態として一定の効果が期待できることから、検討に値するものと思料する。 

意

見 

【競争性を確保していく観点から、参入機会の検討を行っていくべきこと】 
○ 工事の入札において、同種・類似工事の施工実績を参加資格要件としていることから、

新規参入者が増えないことも考えられる。参加資格要件の考え方あるいはその運用方法

について、検討をしていく必要がある。 

意

見 

【予定価格の事後公表を検討すべきこと】 
○ 入札参加者が減少している中にあっては、予定価格の事前公表は、落札率を高めること

につながる恐れがあることから、その適否について検討していく必要がある。 
※指摘 …適法性・正当性に問題がある事項及び経済的合理性の観点から問題のある事項で、具体的な改

善措置を求めるもの 
  意見 …包括外部監査人からの提案で、改善の参考とするもの 
 

３ 今後の対応 

時  期 内      容 

３月～５月 監査結果報告（指摘・意見）に対する改善措置を検討 

６月中旬 第２回県議会定例会の関係常任委員会において改善措置を報告 

７月下旬 監査委員による改善措置の公表 
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令和６年度茨城県の財務書類の概要 
 

Ⅰ はじめに 

 茨城県では、県民に分かりやすい形で県の財政状況に関する情報を提供するため、平成 12 年度（平成 11

年度決算）から財務書類の作成に取り組んでいます。平成21年度（平成20年度決算）からは、「総務省方式

改訂モデル」と呼ばれる会計基準により財務書類を作成してきました。 

平成 29 年度（平成 28 年度決算）からは、国の要請（「統一的な基準による地方公会計の整備促進につい

て」（平成27年 1月付け総務大臣通知））に基づき、「統一的な基準」と呼ばれる会計基準により取引ごとに

複式仕訳を行う財務書類を作成しています。 

 今後とも、効率的・効果的な行財政運営に資するよう財務書類の充実に努めるとともに、財務書類の分析

等を通じ、本県の財政状況に関する情報をより分かりやすい形で提供できるよう取り組んでまいります。 

 

Ⅱ 財務書類の概要 

１ 財務書類の種類 
 

①貸借対照表 

ＢＳ 

（バランスシート） 

会計年度末において、県が住民サービスを提供するためにどのような財産（資

産）を保有し、その財産（資産）がどのような財源（負債・純資産）で賄われて

いるのかを表示したもの 

⇒資産と負債を対比することにより、県の財政状態を把握 

②行政コスト計算書 

ＰＬ 

 

 行政サービスにかかった費用（経常行政コスト）と、その直接の対価として得

られた手数料等（経常収益）を対比したもの 

⇒行政サービスに対する県及び受益者の負担状況を把握 

③純資産変動計算書 

 ＮＷ 

 貸借対照表の純資産が１年間でどのように変動したのかを表示したもの 

⇒税等の一般財源・補助金収入や臨時損益等を把握 

④資金収支計算書 

 ＣＦ 

（ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書） 

 現金が１年間でどのように変動したのかを表示したもの 

⇒実際の資金の流れや残高状況を把握 

  ※ 「行政コスト計算書」は、企業会計でいう「損益計算書」に相当するものですが、「統一的な基準」に基づき作成する

財務書類では、「経常収益」には受益者からの負担金や手数料のみを計上し、税収や補助金等収入は計上しないこととさ

れているため、住民全体に対するサービスにかかった費用を計上する「経常費用」が「経常収益」を大きく上回ることと

なり、「純行政コスト」が生じています。 

 

 

２ 財務書類の相関関係（数値は一般会計等）  
【貸借対照表（ＢＳ）】  【行政コスト計算書（ＰＬ）】 

資産    2兆7,302億円 

・事業用資産  6,391億円 

・ｲﾝﾌﾗ資産 1兆3,933億円 

・その他固定資産  4,595億円 

・流動資産   2,382億円 

(うち現金預金   447億円)  

負債    2兆3,832億円 

・固定負債 2兆1,193億円 

・流動負債   2,638億円 

 

 費用     9,489億円 

・経常費用 

9,443億円 

・臨時損失 

46億円 

収益    373億円 

・経常収益 

372億円 

・臨時利益 

1億円 

純資産 

        3,470億円 

 純行政コスト 

9,116億円 
   

【資金収支計算書（ＣＦ）】  【純資産変動計算書（ＮＷ）】 

前年度末資金残高 419億円  前年度末純資産残高 3,201億円 

本年度資金収支額 

・業務活動収支 

・投資活動収支 

・財務活動収支 

 △43億円 

755億円 

△191億円 

△608億円 

 本年度純資産変動額 

・純行政コスト 

・財源（税収等・国補） 

・その他 

269億円 

△9,116億円 

9,377億円 

8億円 

 

 

年度末資金残高 376億円    

年度末歳計外現金残高 71億円    

年度末現金預金残高 447億円  年度末純資産残高 3,470億円 

 ※ 表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない場合があります。（以下同じ） 
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Ⅲ 財務書類の概要（一般会計等） 

１ 貸借対照表（ＢＳ）の状況 

 
 

【ポイント】 

・令和６年度における資産合計は、2兆7,302億円、負債合計は2兆3,832億円、純資産は3,470億円
となっています。 

・資産の内訳は、事業用資産 6,391 億円、インフラ資産 1 兆 3,933 億円、投資その他の資産 4,417 億
円、流動資産2,382億円等となっています。 

・負債の内訳は、固定負債2兆1,193億円、流動負債2,638億円となっており、その内、地方債残高は     
2兆 1,278億円となっています。 

＜純資産の増加要因＞ 
・純資産：269億円増加（有形固定資産の減価償却等による資産の減を上回る地方債残高の減等による
負債の減） 

 
 
２ 行政コスト計算書（ＰＬ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和6年度の行政コスト計算書は、経常費用が9,443億円、経常収益が372億円、差引である純経常
行政コストが9,071億円となっています。 

・臨時損益を含めた純行政コストは9,116億円となっており、純行政コストは、地方税等の一般財源や
補助金等収入（純資産変動計算書に計上）で賄われます。 

＜純行政コストの増加要因＞ 
・純行政コスト：205億円増加（人件費の増等） 

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
【資産の部】 27,302 27,714 △ 412 【負債の部】 23,832 24,512 △ 680
　固定資産 24,920 25,237 △ 317 　固定負債 21,193 21,569 △ 376

有形固定資産 20,502 20,669 △ 167 地方債 18,926 19,225 △ 299
事業用資産 6,391 6,399 △ 8 長期未払金 1 1 0
インフラ資産 13,933 14,093 △ 160 退職手当引当金 2,233 2,314 △ 81
物品 178 178 0 損失補償等引当金 33 28 5

無形固定資産 0 1 △ 1   流動負債 2,638 2,944 △ 306
投資その他の資産 4,417 4,567 △ 150 １年内償還予定地方債 2,352 2,667 △ 315

投資及び出資金 1,664 1,647 17 未払金 0 0 0
投資損失引当金 △ 40 △ 39 △ 1 賞与等引当金 215 205 10
長期延滞債権 63 70 △ 7 預り金 71 72 △ 1
長期貸付金 583 689 △ 106 【純資産の部】 3,470 3,201 269
基金 2,153 2,207 △ 54 【負債・純資産合計】 27,302 27,714 △ 412
徴収不能引当金 △ 7 △ 6 △ 1

　流動資産 2,382 2,477 △ 95
現金預金 447 491 △ 44
未収金 25 23 2
短期貸付金 37 64 △ 27
基金 1,212 1,200 12
棚卸資産 664 700 △ 36
徴収不能引当金 △ 2 △ 2 0

科目名 科目名

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
経常費用（A） 9,443 9,314 129 経常収益（B） 372 433 △ 61

業務費用 5,554 5,384 170 使用料及び手数料 156 156 0
人件費 3,226 3,101 125 その他 216 277 △ 61
物件費等 2,057 2,065 △ 8 純経常行政コスト（A-B）（C） 9,071 8,881 190

物件費 807 855 △ 48
維持補修費 640 617 23 臨時損失（D） 46 31 15
減価償却費 610 592 18 臨時利益（E） 1 1 0
その他 - - - 純行政コスト（C+D-E） 9,116 8,911 205

その他の業務費用 271 218 53
移転費用 3,889 3,930 △ 41

補助金等 3,493 3,492 1
他会計への繰出金 215 232 △ 17
その他 181 206 △ 25

科目名科目名
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３ 純資産変動計算書（ＮＷ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和 6 年度の純資産変動計算書は、前年度純資産残高が 3,201 億円、本年度純資産変動額が 269 億
円、本年度末純資産残高が3,470億円となっています。 

＜本年度末純資産残高の増加要因＞ 
・本年度末純資産残高：269億円増加（純行政コストを上回る地方税等の一般財源の増等） 

 

 

４ 資金収支計算書（ＣＦ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和6年度末の資金残高は376億円となっています。 
・資金収支の内訳をみると、業務活動収支が755億円、投資活動収支が△191億円、財務活動収支が△
608億円となっており、前年度末から43億円の減となっています。 

・歳計外現金も含めた令和 6年度末の現金預金残高は、前年度末から 44億円減の 447 億円となってい
ます。 

＜本年度末現金預金残高の減少要因＞ 
・本年度末現金預金残高：44億円減少（地方債償還支出の増等） 

 

 

 

※ 各財務書類については、表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない場合があります。 

（単位：億円）

R6 R5 増減
①前年度末純資産残高 3,201 2,884 317
　 ②純行政コスト（△） △ 9,116 △ 8,911 △ 205

③財源 9,377 9,292 85
　税収等 7,938 7,595 343
　国県等補助金 1,439 1,697 △ 258

④本年度差額（②+③） 261 381 △ 120
　⑤資産評価差額 1 0 1
　⑥無償所管換等 9 △ 73 82
　⑦その他 △ 2 10 △ 12
⑧本年度純資産変動額（④+⑤+⑥+⑦） 269 317 △ 48
⑨本年度末純資産残高（①+⑧） 3,470 3,201 269

科目名

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
業務活動収支（A） 755 920 △ 165 投資活動収支（B） △ 191 △ 274 83

業務支出 9,829 9,546 283 投資活動支出 2,229 2,281 △ 52
業務費用支出 5,940 5,615 325 公共施設等整備費支出 467 475 △ 8

人件費支出 3,296 3,063 233 基金積立金支出 757 675 82
物件費等支出 1,447 1,473 △ 26 貸付金支出 983 1,124 △ 141
その他 1,197 1,079 118 その他 23 8 15

移転費用支出 3,889 3,930 △ 41 投資活動収入 2,039 2,008 31
補助金等 3,493 3,492 1 国県等補助金収入 126 133 △ 7
その他 396 438 △ 42 基金取崩収入 798 661 137

業務収入 10,594 10,480 114 貸付金元金回収収入 1,108 1,195 △ 87
税収等収入 8,878 8,461 417 その他 7 19 △ 12
国県等補助金収入 1,313 1,564 △ 251 財務活動収支（C） △ 608 △ 562 △ 46
使用料及び手数料収入 156 156 0 財務活動支出 2,675 2,436 239
その他 247 299 △ 52 地方債償還支出 2,675 2,436 239

臨時支出 10 14 △ 4 財務活動収入 2,067 1,874 193
臨時収入 -             -          -          地方債発行収入 2,067 1,874 193

本年度資金収支額（A+B+C）（D） △ 43 85 △ 128
前年度末資金残高（E） 419 334 85
本年度末資金残高（D+E）（F） 376 419 △ 43
本年度末歳計外現金残高（G） 71 72 △ 1
本年度末現金預金残高（F+G） 447 491 △ 44

科目名科目名
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（参考）主な用語の説明 

区分 用語 定義 
貸
借
対
照
表 

資産の部 事業用資産 庁舎や県立学校、県営住宅など行政サービスに利用す

る資産 
インフラ資産 道路や橋りょう、港湾施設、ダムなど、社会基盤とな

る資産 
無形固定資産 ソフトウェアや地上権等の物権、特許権や著作権等 

投資及び出資金 公益法人等への出資金等 

棚卸資産 売却を目的として所有する物品、建物、土地等 

負債の部 退職手当引当金 在籍する全職員が、年度末に普通退職したと仮定した

場合の退職手当の支給見込額 

賞与等引当金 翌年度支給予定の期末手当及び勤勉手当等のうち、当

該年度の負担に相当する部分（12~3 月） 

行
政
コ
ス
ト
計
算
書 

経常費用 

 

人件費 職員の給与や手当等 

物件費 委託料や 100 万円未満の備品購入費など消費的性質

の経費 

維持修繕費 資産の機能維持のために必要な修繕費等 

減価償却費 一定の耐用年数に基づき計算された、当該会計期間中

の資産価値減少金額 

臨時損失  災害復旧事業費や資産除売却損など、経常的ではない

事由に基づく損失 

臨時利益  資産売却益など、経常的ではない事由に基づく利益 

純
資
産
変
動
計
算
書 

純行政コスト 「経常費用」から「経常収益」を差し引いた「純経常

行政コスト」に「臨時損失」及び「臨時利益」を加減

して算出。 

 行政コスト計算書の「純行政コスト」と一致 

資産評価差額 有価証券等の評価差額 

無償所管換等 無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額等 

資
金
収
支
計
算
書 

業務活動収支 県税等の収入や、職員の給与・施設の管理等といった

通常の業務活動に関する収支 

投資活動収支 県の公共施設やインフラの整備、基金の積立といった

投資活動に関連する収支 
財務活動収支 県債の発行や償還等の財務活動に関する収支 
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総務企画委員会説明資料 
 

                            総務部 管財課 

項  目  ネーミングライツ・パートナーについて 

１ 概要 

○ 県有施設の有効活用による歳入確保を図るため、ネーミングライツ

（施設命名権）導入施設の拡大を推進している。 

○ 今年度、新たに７施設において導入が進むととともに、今年度末に 

契約期間満了となる２施設において契約更新を行う。 
 

２ 新規導入施設（７施設） 

NO 
施設名 

（所在地） 

ネーミングライツ

・パートナー 

（本社所在地） 

通称名 

（ネーミング） 

契約金額 

（年額） 
契約期間 

１ 

カシマサッカー 

スタジアム 

（鹿嶋市） 

(株)メルカリ 

（東京都） 

メルカリ 

スタジアム 

16,500万円 
※１ 

３年 

(R7.7月～ 

R10.6月) 

２ 
緑岡歩道橋 

（水戸市） 鈴縫工業(株) 

（日立市） 

SUZUNUI 鈴縫工業 

緑岡歩道橋 
33万円 ３年６か月 

(R7.10月～ 

R11.3月) ３ 
天久保歩道橋 

（つくば市） 

SUZUNUI 鈴縫工業 

天久保歩道橋 
33万円 

４ 
塚前歩道橋 

（ひたちなか市） 

(有)大藤興産 

（ひたちなか市） 

大藤興産Gr(有)明豊 

塚前歩道橋 ※２ 
11万円 

３年６か月 

(R7.10月～ 

R11.3月) 

５ 兵 崎
ひょうざき

歩道橋 

（石岡市） 

(株)フジクラ 

ハイオプト 

（東京都） 

フジクラ 

ハイオプト 

兵崎歩道橋 

22万円 

３年４か月 

(R7.12月～ 

R11.3月) 

６ 
堀口歩道橋 

（ひたちなか市） 

(株)矢口 

 （ひたちなか市） 

株式会社矢口 

堀口歩道橋 
22万円 

５年 

(R8.4月～ 

R13.3月) 

７ 

市毛小学校前 

歩道橋 

（ひたちなか市）

(株)清水建設 

（那珂市） 

(株)清水建設 

市毛小学校前歩道橋 
22万円 

５年 

(R8.4月～ 

R13.3月) 

※1 県収入額は契約金額の1/2   ※2 通称名のGrは「Group（グループ）」の略 

 

３ 契約更新施設（２施設） 

NO 
施設名 

（所在地） 

ネーミングライツ 

・パートナー 

(本社所在地) 

現契約 

(年額) 

更新後（R8.4.1～） 

金額 

(年額) 
期間 

１ 

笠松運動公園 

陸上競技場 

（ひたちなか市） 

水戸信用金庫 

（水戸市） 
490万円 490万円 ４年間 

２ 
県西総合公園 

（筑西市） 

(株)廣澤精機製作所 

（つくば市） 
500万円 500万円 ３年間 
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４ 新規導入、更新等の結果（令和８年４月１日時点（見込）） 

・導入施設数：33施設（R7.4月：27施設）  ※募集施設数：134施設 

 令和７年度中の施設数の増減  

・新規導入：７施設 

・契約解除：１施設（土浦港の港湾施設（土浦市）／現契約額：50万円） 

・県収入額（年額）：１億3,956万円（R7.4月：5,613万円） 

  

引き続き、分かりやすい制度の紹介や企業等への積極的なＰＲに努め、

導入施設の拡大を推進していく。 
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総務企画委員会説明資料 

                                  総務部 税務課 

項 目 税務情報の誤送付について 

１ 概要 

 ○ 土浦県税事務所において、自動車税の差押執行予告書を同姓同名の別人に

誤って郵送した事案が令和７年１１月発生し、同年１２月に調査の結果、判

明。相手方に対して、速やかに謝罪。  
（漏えいした情報：氏名、車のナンバー、税額）  

〇 令和８年２月、誤送付先から、誤送付判明までに要した経費等の損害賠償請

求があり、現在、内容及び額を確認中。  
 

２ 経緯 

令和７年  
９月上旬 

滞納者の住所確認のための住民票を市役所から受領（後日、

過去に同一住所に住民登録のあった同姓同名の別人のもの

であることが判明）。 

１０月中旬 受領した住民票を基に、滞納者に係る調査票を作成。 

１１／１９ 滞納者へ「差押執行予告書」を発送。 

１１／２８  
及び１２／２ 

誤送付先から、「自動車を所有していない」との相談があっ

たが、県税事務所は、「自動車の登録状況により課税してお

り、登録に疑義がある場合は、運輸支局に照会するように」

と回答。 

１２／９ 念のため、県税事務所で自動車登録に係る書類を照会。 

１２／１５ 上記照会の回答により、同姓同名の別人に誤送付したこと

が、判明。 

１２／１６ 誤送付先に対して、誤送付について謝罪。 

令和８年  
２／２６ 

誤送付先から、誤送付判明までに要した経費等（来所に係る

交通費及び慰謝料等）の損害賠償請求書を受領。 

 

３ 原因 

〇 滞納者に係る調査票を作成する際、市役所から交付された同姓同名の別人 

の住民票の情報を滞納者の情報と誤認して作成したため。 

 

４ 再発防止策 

〇 住民票交付申請時に、同一住所に同姓同名が複数名存在する場合は、全員 

の住民票（除票含む）の交付を依頼する。 

〇 課税等に関する疑義の申出があった際には、速やかに課税資料の確認・精 

査を行う。 

 

５ 今後の対応 

〇 請求内容等の確認後、損害賠償に向け交渉。 
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総務企画委員会説明資料 

                                  総務部 市町村課 

項 目 神栖市長選挙審査申し立てに係る対応 

１ 概要 

  公職選挙法第２０６条第２項の規定に基づく、神栖市長選挙に係る神栖市選

挙管理委員会に対する異議申出棄却決定に不服のある者からの審査申し立てに

ついて、県選挙管理委員会が関係法令に基づいて審理手続きを進め、裁決を行

うもの。 

 

２ 審査申立人（２件） 

 ・石田進氏・遠藤貴之氏（連名） 

 ・飯田耕造氏 

 

３ 審査申し立ての主な内容 

・木内氏の有効票に「まんじゅうや」「だんごや」と記載の票が存在し、無効票 

として扱うべき 

・選挙長が陣営に通知なく、自らくじを引いて当選者を決定したことは不適切。 

・県選管において有効無効の再点検を行うべき 

（神栖市長選挙の結果） 

候補者氏名 得票数  当日有権者数 投票者数 投票率 

木内 敏之 ※16,724  

76,130 33,667 44.22％ 石田 進 16,724  

無効票 219  

  ※公選法に基づくくじ執行の結果当選 

 

４ 審理手続き 

公選法の規定に基づき以下の審理を実施 

・利害関係人である木内氏の審理参加を決定 

・申立人の主張に対する神栖市選管からの弁明書提出 

・弁明書に対する申立人からの反論書提出 

・申立人等からの意見陳述の実施 

※今後、開披再点検の必要性等を含め、選管において慎重に審理を進めていく。 

※選管における審理は公平・公正な審議の観点から、静謐な環境を確保するた 

め、委員会規則の規定により非公開で実施 

 

５ その他 

・県選管の裁決に不服の場合、東京高裁への提訴が可能 

・東京高裁の判決に不服の場合、最高裁への上告も可能 
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【参考 審査申し立てまでの経過】 

令和７年 11 月９日 神栖市長選で候補者２名同数となり、くじで木内敏之氏が

当選者として決定 

令和７年 11 月 10 日 神栖市選管へ木内氏の当選無効を求める異議申出 

令和７年 11 月 26 日 神栖市選管で投票用紙の再点検を実施 

令和７年 12 月５日  神栖市選管が異議申出を棄却 

令和７年 12 月 26 日 県選管が神栖市選管の決定を不服とする審査申立の受理 
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総務企画委員会説明資料 

 

                                  総務部 人事課 

項 目 
令和８年度 総務部の組織改正について 

 （県政広報業務の移管及び報道・広聴課の改称） 

 

改 正 組 織現 行 組 織

総務部 総務部

(政策調査監）知事公室

部長 次長 総務課部長 次長 総務課

(政策調査監）知事公室

秘書課 秘書課

報道・広聴課 広報広聴課

 

 

 

○ 県民からの意見を広く集める広聴業務を担う報道・広聴課に、営業戦略部か

ら広報紙「ひばり」や県ホームページの業務を移管し、報道・広聴課を「広報

広聴課」に改称する。 
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総務企画委員会説明資料 

 

                                  総務部 人事課 

項 目 

 

茨城県職員子育て応援・女性活躍推進プラン（第２期）の策定 

 

 

１ 趣旨 

・次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、雇用主として、職員の仕

事と家庭の両立及び女性の活躍推進に向けて策定する行動計画。 

・令和８年３月をもって現プランの計画期間が終了することから、次期プランを策定

するもの。 

 

２ 計画期間 

  令和８年４月１日から令和13年３月31日まで（５年間） 

 

３ 主な内容 

（１）取組内容 

  ・女性職員の割合拡大 

  ・女性職員の登用の拡大、キャリア形成の支援 

  ・長時間勤務の是正等の職員の働き方改革 

  ・家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備 

（２）数値目標 

指 標 目標値（R12） 現状値（R6） 

採用試験（大学卒業程度）からの採用者に

占める女性の割合 
47％ 45％ 

課長級以上に占める女性職員の割合  28％ 21.5％ 

職員一人当たりの年次休暇の取得日数 14日間/年 12.7日 

職員の育児休業取得率 100％ 
[男性]66.4％※ 

[女性]97.6％ 

   ※令和６年度から本県独自に拡充した「育児に係る特別休暇」を含めると、取得率は111.5％となる。 

 

４ プラン概要 

  別添のとおり 

 

 

別紙様式２ 
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(３) 長時間勤務の是正等の職員の働き方改革
○時間外勤務の縮減
○年次休暇等の取得促進及び
勤務間インターバルの確保【拡充】

○柔軟な働き方の推進【拡充】

(４) 家事、育児や介護をしながら活躍できる職場環境の整備
○意識啓発
○育児休業等や介護のための休暇制度等を
利用しやすい環境整備【拡充】

○子育て支援制度等の拡充
○男性職員の育児休業等の取得促進【拡充】
○活気ある職場づくり
○人事異動時の配慮
○セクシュアルハラスメント等対策の環境整備
○健康課題への配慮【新規】

趣旨・目的

計画期間
○次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき、雇用主として、職員

の仕事と家庭の両立及び女性の活躍推進に向けて行動計画を策定するもの。 計画の対象

取組内容・数値目標

［課長級以上］28％

［課長補佐級］35％

［係 長 級］40％

［課長級以上］21.5％

［課長補佐級］29.1％

［係 長 級］36.9％

② 役職毎の女性割合

10.5時間以内11.1時間③ 時間外勤務時間（職員一人一月当たり）

14日間/年12.7日⑤ 年次休暇の取得日数（職員一人当たり）

100％
［男性］ 66.4％

［女性］ 97.6％
⑥ 育児休業取得率

３月以上68.8日⑦ 男性職員の育児休業等※の合計取得期間
（※）育児休業、育児に係る特別休暇のこと

〔目標値(R12)〕〔現状値(R6)〕〔指 標〕

知事部局、議会、企業局、病院局、行政委員会
（公安委員会、教育委員会を除く）の職員

令和８年度～令和12年度（５年間）

前年度以下
（毎年度）438名④時間外360時間超／年の職員数

茨城県職員子育て応援・女性活躍推進プラン（第２期）[概要版]

[全 体] 50%
[大卒程度] 47%

［全 体］ 51.2%
［大卒程度］ 45.0%

① 採用者に占める女性割合(１) 女性職員の割合拡大
○募集活動の強化

(２) 女性職員の登用の拡大・キャリア形成の支援
○公正な人事評価に基づく登用の拡大
○人事配置上の配慮
○能力を十分に発揮できる職場環境づくり【拡充】
○研修の充実【拡充】
○相談・サポート体制の整備【拡充】
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財政収支見通し 

 

令和８年度当初予算を基礎として、現行の制度・施策を前提に、令和９年度～令和 12 年

度の今後の財政収支見通しを機械的に試算しました。 

 

１．歳出 

  今後も、社会保障関係費等の義務的な経費の増加により、財政構造の硬直化が進んで

いくことが見込まれます。 

・人件費については、定年延長に伴う退職手当の増減はあるものの、賃金の上昇により、     

増加していくことが見込まれます。 

・社会保障関係費については、高齢化等に伴い引き続き増加していくことが見込まれます。 

・公債費については、金利の上昇等により、逓増していくことが見込まれます。 

・一般行政費については、新型コロナウイルス感染症対策融資の返済が進むことにより

減少していくことが見込まれます。 

 

                                 （単位：億円） 

区    分 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

 

 

歳 

 

 

 

出 

 

義務的な経費 6,909 6,900 7,180 7,270 7,550 

 

 

 

 

人件費（退職手当除き） 3,206 3,310 3,410 3,510 3,620 

退職手当 255 130 230 120 210 

社会保障関係費 1,815 1,870 1,920 2,000 2,060 

公債費（※） 1,633 1,590 1,620 1,640 1,660 

投資的経費（※） 1,556 1,480 1,510 1,530 1,560 

一般行政費 3,056 3,000 2,920 2,950 2,870 

税交付金等 2,079 2,150 2,210 2,290 2,370 

計 13,600 13,530 13,820 14,040 14,350 

 ※Ｒ９の減少要因 

公 債 費：県債繰上げ償還の減等によるもの 

投資的経費：新最終処分場周辺道路の工事進捗による減等によるもの 
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２．歳入 

国の試算による経済成長率等を基に試算すると、以下のとおりとなります。 

なお、経済状況や国の財政状況等によっては、税収や地方交付税等の一般財源が 

大きく変動することがあります。 

 

                               （単位：億円） 

区    分 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

 

 

歳 

 

 

入 

 

 

一般財源 9,285 9,530 9,780 10,050 10,320 

 

 

 

県税･地方譲与税等 7,040 7,220 7,440 7,690 7,970 

地方交付税 2,245 2,310 2,340 2,360 2,350 

臨時財政対策債 - - - - - 

国庫支出金（※） 1,525 1,460 1,480 1,500 1,530 

県債 828 890 890 910 890 

その他歳入（※） 1,962 1,650 1,670 1,580 1,610 

計 13,600 13,530 13,820 14,040 14,350 

 ※Ｒ９の減少要因 

国庫支出金：国の物価高騰対応重点支援交付金を活用した事業費の減等によるもの 

その他歳入：定年延長に伴う退職手当基金繰入金の減等によるもの 

 

３．収支見通し 

  １及び２の試算により、今後の財政収支見通しは以下のとおりとなります。 

引き続き、将来世代の受益に繋がる事業に大胆に取り組みながらも、事業の選択と 

集中やスクラップ・アンド・ビルドなどを徹底し、財源の確保に努めてまいります。 

 

                                （単位：億円） 

区    分 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

歳    出 13,600 13,530 13,820 14,040 14,350 

歳    入 13,600 13,530 13,820 14,040 14,350 

収    支 - - - - - 

 

 

〔推計の主な前提条件〕 

  ○人件費（退職手当除き）：賃金上昇率＋3.0～3.1％程度／年（※）で試算 

○社会保障関係費：過去の伸率等を参考に推計 

  ○公債費：現時点での償還計画による、R9以降：10年 3.0％、５年 2.1％ 

○投資的経費：物価上昇率＋2.0～2.1％程度／年（※）で試算 

  ○一般財源総額：地方財政計画の伸率等を参考に推計 

○地方税等の推計の前提となる名目経済成長率：＋2.6～3.2％程度／年で試算（※） 

   

 ※「中長期の経済財政に関する試算(令和 8年 1月 22 日内閣府)」による 
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総務企画委員会説明資料 

                                  総務部 税務課 

項 目 茨城県県税条例の改正 

１ 背景 

 ○ 令和８年度税制改正を反映した「地方税法等の一部を改正する法律」（以

下「改正法」という。）が現在国会審議中。  
 ○ 国会で改正法が成立し公布された後、本条例の改正が必要。  
 
２ 主な改正内容 
（１）令和８年４月１日施行（今月中に改正法が公布された場合） 
  ① 軽油引取税 
    暫定税率（１リットル当たり15円の本則税率に17.1円を上乗せ）を廃止。 
 
  ② 自動車税 
   ・ 自動車の取得時に課す環境性能割を廃止し、現行の種別割を自動車税

に名称変更。 
   ・ 排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して取得翌年度の税率

を軽減するとともに、初回新規登録から一定年数経過した自動車に対し
て税率を重くするグリーン化特例を２年延長。 

 
（２）令和９年１月１日ほか施行 
  ① 個人県民税 
    都道府県又は市区町村に対する寄附（ふるさと納税）に係る寄附金税額

控除について、所得が高いほど上限額が高くなる構図を見直すため、特例
控除額に193万円（給与収入１億円相当）の上限を追加。 

   （例：給与収入１億円の者が438万円寄附した場合の控除額） 

基本分 
（変更なし） 

所得税：所得控除（寄附額の45％） 
→201万円 

個人住民税：基本控除（寄附額の10％） 
→44万円 

定額上限を追加 
個人住民税：特例控除（現行は所得割額

の20％で制限なし） 
→193万円 

 
  ② 地方消費税 
   ・ 通信販売で海外から輸入される貨物のうち、原則免税となる１万円以

下の物品について、消費税の課税対象とし、販売者に納税義務を課す。 
   ・ 大手ＥＣサイト（プラットフォーム事業者）を介した、国外事業者に

よる国内での物品販売及び事業者による少額輸入貨物の販売について、
プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を転換する制度を導入。 

 
３ 今後の対応 
 ○ 上記２の改正のうち、（１）については、専決処分（地方自治法第 179 条

第１項）での対応を予定。  
 〇 （２）については、本年第２回定例会に条例改正案を議案として提出予定。 
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総務企画委員会説明資料 

                                  総務部 市町村課 

項 目 

 

阿見町における市制施行の見送りについて 

 

 

１ 概要 

阿見町においては、近年の人口増加状況を踏まえ、令和９年11月１日の市制施

行に向け準備を進めていたところ、令和７年国勢調査に係る人口速報値で49,689

人と、市制施行の必須要件である「人口５万人以上」に達しない見込みとなるこ

とが明らかとなったため、令和８年３月10日に町の庁議において市制施行の見送

りを決定し、同月11日に臨時の全員協議会において説明が行われた。 

 

２ 経緯 

・令和８年３月10日 阿見町の庁議において市制施行の見送りを決定 

・ 〃 年３月11日 阿見町において臨時の全員協議会を開催し町議会議員に 

説明及び町ホームページ等を通じて公表 

 

 

【参考１】阿見町の国勢調査人口（各年10月1日現在） ※5年ごとに実施 

年 H17 H22 H27 R2 R7（速報値） 

人口 47,994 人 47,940 人 47,535 人 48,553 人 49,689 人 

 

【参考２】市制施行の要件と手続き 

地方自治法に基づき、町からの申請により、「同法」及び「市となるべき要件

に関する条例（昭和37年県条例第10号）」の要件を総合的に勘案し、国との協議

及び総務大臣同意を経て、県議会の議決を得た上で県が市への移行の処分を行う。 

○「地方自治法」に基づく要件（必須３項目） 

・人口５万人以上を有する（国勢調査人口） 

  ・中心市街地を形成している区域内に在る戸数が全戸数の６割以上 

  ・商工業等都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯の者の数が全人口 

   の６割以上 

このほか、「市となるべき要件に関する条例」による要件を総合的に勘案 
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○経営評価結果の概要 

１ 経営評価の実施及び評価の視点 

経営評価は、「県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例」に基づき、３２の出資法人等を対象に、 

毎年度実施している。評価は、次の５つの視点を踏まえて、多角的に行っている。 

（１）目 的 適 合 性：法人事業と当初の設立目的が適合しているか。 

（２）計 画 性：経営目的・経営方針が計画等に反映され、計画・実行・見直しが行われているか。 

（３）組織運営の健全性：内部統制が適切で、かつ情報公開による透明性の確保が適切か。 

（４）効 率 性：人的・物的な経営資源が有効に活用されているか。 

（５）財 務 の 健 全 性：財務の健全性が確保されているか。 

 

２ 評価結果 

経営評価を実施した結果は、次のとおりである。 

（次ページ「令和７年度経営評価区分一覧」参照） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ・概ね良好    ＋１法人  （株）茨城県中央食肉公社 

   ・改善の余地あり ▲１法人  （株）茨城県中央食肉公社 

評価区分 法人数 
(構成比) 

内    訳 
令和６年度 

法人数との比較 一般社団・財団法人 公益社団・財団法人 会社法法人 特殊法人 

概ね良好 
２５ 
(78%) 

４ １４ ５ ２ ＋１ 

改善の余地あり 
５ 

(16%) 
０ ２ ２ １ ▲１ 

改善措置が必要 
１ 

( 3%) 
０ ０ ０ １ － 

大いに 改善を 要す る又 は  
緊急の 改善措 置が 必要  

１ 
( 3%) 

０ ０ １ ０ － 

合 計 ３２ ４ １６ ８ ４ － 



（一財）茨城県環境保全事業団 （公財）いばらき文化振興財団 （株）ひたちなかテクノセンター 茨城県信用保証協会

（一財）茨城県科学技術振興財団 （公財）茨城県国際交流協会 （株）つくば研究支援センター 茨城県農業信用基金協会

（一財）茨城県建設技術公社 （公財）茨城県消防協会 （株）茨城県中央食肉公社

（一財）茨城県建設技術管理センター （公財）いばらき腎臓財団 鹿島埠頭（株）

（公財）いばらき中小企業グローバル推進機構 （株）茨城ポートオーソリティ

（公財）茨城県開発公社

（公財）茨城カウンセリングセンター

（公社）茨城県農林振興公社

（公社）茨城県森林・林業協会

（公財）茨城県栽培漁業協会

（公財）那珂川沿岸土地改良基金協会

（公財）茨城県スポーツ協会

（公財）茨城県防犯協会

（公財）茨城県暴力追放推進センター

(4) (14) (5) (2)

（公財）茨城県看護教育財団 鹿島臨海鉄道（株） 茨城県土地開発公社

（公財）茨城県教育財団 笠間栗ファクトリー（株）

(0) (2) (2) (1)

茨城県道路公社

(0) (0) (0) (1)

鹿島都市開発（株）

(0) (0) (1) (0)

計 4 16 8 4 32

・評価が上がった法人（１法人） （株）茨城県中央食肉公社　「改善の余地あり」→「概ね良好」

○令和７年度経営評価区分一覧

計

25

一般社団・財団法人

概
ね
良
好

公益社団・財団法人 特殊法人会社法法人
評価
区分

改
善
措
置
が
必
要

1

改
善
の
余
地
あ
り

5

1

　
大
い
に
改
善
を

　
要
す
る
又
は
緊

　
急
の
改
善
措
置

　
が
必
要

　　（注）評価区分に変更があった法人　１法人
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Ⅰ はじめに 

 茨城県では、県民に分かりやすい形で県の財政状況に関する情報を提供するため、平成 12 年度（平成 11

年度決算）から財務書類の作成に取り組んでいます。平成21年度（平成20年度決算）からは、「総務省方式

改訂モデル」と呼ばれる会計基準により財務書類を作成してきました。 

平成 29 年度（平成 28 年度決算）からは、国の要請（「統一的な基準による地方公会計の整備促進につい

て」（平成27年 1月付け総務大臣通知））に基づき、「統一的な基準」と呼ばれる会計基準により取引ごとに

複式仕訳を行う財務書類を作成しています。 

 今後とも、効率的・効果的な行財政運営に資するよう財務書類の充実に努めるとともに、財務書類の分析

等を通じ、本県の財政状況に関する情報をより分かりやすい形で提供できるよう取り組んでまいります。 
 
＜注＞ 

 本資料の図表中の数値については、表示単位未満四捨五入の関係で、合計等が一致しない場合があります。 
 

Ⅱ 財務書類の概要 

１ 財務書類の種類 
 

①貸借対照表 

 ＢＳ 

（バランスシート） 

 会計年度末において、県が住民サービスを提供するためにどのような財産

（資産）を保有し、その財産（資産）がどのような財源（負債・純資産）で賄

われているのかを表示したもの 

⇒資産と負債を対比することにより、県の財政状態を把握 

②行政コスト計算書 

 ＰＬ 

 行政サービスにかかった費用（経常行政コスト）と、その直接の対価として

得られた手数料等（経常収益）を対比したもの 

⇒行政サービスに対する県及び受益者の負担状況を把握 

③純資産変動計算書 

 ＮＷ 

 貸借対照表の純資産が１年間でどのように変動したのかを表示したもの 

⇒税等の一般財源・補助金収入や臨時損益等を把握 

④資金収支計算書 

 ＣＦ 

（ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書） 

 現金が１年間でどのように変動したのかを表示したもの 

⇒実際の資金の流れや残高状況を把握 

  ※ 「行政コスト計算書」は、企業会計でいう「損益計算書」に相当するものですが、「統一的な基準」に基づき作成する

財務書類では、「経常収益」には受益者からの負担金や手数料のみを計上し、税収や補助金等収入は計上しないこととさ

れているため、住民全体に対するサービスにかかった費用を計上する「経常費用」が「経常収益」を大きく上回ることと

なり、「純行政コスト」が生じています。 
 

２ 財務書類の相関関係（数値は一般会計等）   
【貸借対照表（ＢＳ）】  【行政コスト計算書（ＰＬ）】 

資産    2兆7,302億円 

・事業用資産  6,391億円 

・ｲﾝﾌﾗ資産 1兆3,933億円 

・その他固定資産  4,595億円 

・流動資産   2,382億円 

(うち現金預金   447億円)  

負債    2兆3,832億円 

・固定負債 2兆1,193億円 

・流動負債   2,638億円 

 

 費用     9,489億円 

・経常費用 

9,443億円 

・臨時損失 

46億円 

収益    373億円 

・経常収益 

372億円 

・臨時利益 

1億円 

純資産 

        3,470億円 

 純行政コスト 

9,116億円 
   

【資金収支計算書（ＣＦ）】  【純資産変動計算書（ＮＷ）】 

前年度末資金残高 419億円  前年度末純資産残高 3,201億円 

本年度資金収支額 

・業務活動収支 

・投資活動収支 

・財務活動収支 

 △43億円 

755億円 

△191億円 

△608億円 

 本年度純資産変動額 

・純行政コスト 

・財源（税収等・国補） 

・その他 

269億円 

△9,116億円 

9,377億円 

8億円 

 

 

年度末資金残高 376億円    

年度末歳計外現金残高 71億円    

年度末現金預金残高 447億円  年度末純資産残高 3,470億円 

 ※ 表示単位未満四捨五入の関係で、積上げと合計が一致しない場合があります。（以下同じ） 
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３ 財務書類の会計区分 

 財務書類は「一般会計等」、「全体」及び「連結」の３区分により作成しています。 

一般会計等 一般会計及び公営事業以外の特別会計（９会計）を加えた１０会計を対象 

全   体 「一般会計等」に公営事業会計（１１会計）を加えた２１会計を対象 

連   結 「全体」に加え、地方公社（２）及び第三セクター等（２２）を対象 

  ※ 会計間の相互取引及び債権債務は相殺消去しています。 

 

             一般会計 

             特別会計（公営事業以外）【9】 

公債管理特別会計、市町村振興資金特別会計、鹿島臨海工業地帯造成事業特

別会計、母子・父子・寡婦福祉資金特別会計、中小企業事業資金特別会計、

農業改良資金特別会計、公共用地先行取得事業特別会計、林業・木材産業改

善資金特別会計、沿岸漁業改善資金特別会計 

 

         地方公営事業会計【11】 

          特別会計【5】 

           競輪事業特別会計、港湾事業特別会計、都市計画事業土地区画整理事業特別会計、 

医療大学付属病院事業特別会計、国民健康保険特別会計 

          企業会計【6】 

           水道事業会計、工業用水道事業会計、地域振興事業会計、病院事業会計、鹿島臨海

都市計画下水道事業会計、流域下水道事業会計 

 

      地方公社【2】 

       茨城県土地開発公社、茨城県道路公社 

      第三セクター等【22】 

       鹿島臨海鉄道（株）、鹿島都市開発（株）、（公財）茨城県消防協会、（公財）茨城県国際交流

協会、（公財）いばらき文化振興財団、（一財）茨城県環境保全事業団、（公財）いばらき腎臓

財団、（公財）茨城県看護教育財団、（公財）いばらき中小企業グローバル推進機構、（公財）

茨城県開発公社、（株）ひたちなかテクノセンター、（一財）茨城県科学技術振興財団、（株）

茨城県中央食肉公社、（公社）茨城県農林振興公社、（公財）茨城県栽培漁業協会、（公財）那

珂川沿岸土地改良基金協会、（一財）茨城県建設技術管理センター、鹿島埠頭（株）、（株）茨

城ポートオーソリティ、（公財）茨城県教育財団、（公財）茨城県スポーツ協会、（公財）茨城

県暴力追放推進センター 
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Ⅲ 一般会計等財務書類の概要 

１ 貸借対照表（ＢＳ） 

（1）貸借対照表（ＢＳ）とは 

  会計年度末において、県が住民サービスを提供するためにどのような財産（資産）を保有し、その財産

（資産）がどのような財源（負債・純資産）で賄われてきたかを表示したものです。 

  「負債」とは、地方債などの借入金で、将来支払が必要な債務であり、将来世代の負担となるものです。

一方、資産と負債の差額である「純資産」は、税収や国からの補助金等であり、将来の支払負担を生じな

いものです。 

  「資産」と「負債」を対比することにより、将来世代の負担状況や財政状況の安定性を把握することが

できます。 

 

借方 貸方 

資産 

・道路・学校などの公共資産 

・現金預金や貸付金などの債権 

 

 

 

負 債⇒将来支払が必要な債務 

    （将来世代の負担分） 

・ 地方債など 

純資産⇒資産と負債の差額であり、将来 

の支払負担を生じないもの 

      （これまでの世代による負担分） 

 

（2）貸借対照表（ＢＳ）の状況 

 
 

【ポイント】 

・令和６年度における資産合計は、2兆7,302億円、負債合計は2兆3,832億円、純資産は3,470億円
となっています。 

・資産の内訳は、事業用資産 6,391 億円、インフラ資産 1 兆 3,933 億円、投資その他の資産 4,417 億
円、流動資産2,382億円等となっています。 

・負債の内訳は、固定負債2兆1,193億円、流動負債2,638億円となっており、その内、地方債残高は     
2兆 1,278億円となっています。 

＜純資産の増加要因＞ 
・純資産：269億円増加（有形固定資産の減価償却等による資産の減を上回る地方債残高の減等による
負債の減） 

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
【資産の部】 27,302 27,714 △ 412 【負債の部】 23,832 24,512 △ 680
　固定資産 24,920 25,237 △ 317 　固定負債 21,193 21,569 △ 376

有形固定資産 20,502 20,669 △ 167 地方債 18,926 19,225 △ 299
事業用資産 6,391 6,399 △ 8 長期未払金 1 1 0
インフラ資産 13,933 14,093 △ 160 退職手当引当金 2,233 2,314 △ 81
物品 178 178 0 損失補償等引当金 33 28 5

無形固定資産 0 1 △ 1   流動負債 2,638 2,944 △ 306
投資その他の資産 4,417 4,567 △ 150 １年内償還予定地方債 2,352 2,667 △ 315

投資及び出資金 1,664 1,647 17 未払金 0 0 0
投資損失引当金 △ 40 △ 39 △ 1 賞与等引当金 215 205 10
長期延滞債権 63 70 △ 7 預り金 71 72 △ 1
長期貸付金 583 689 △ 106 【純資産の部】 3,470 3,201 269
基金 2,153 2,207 △ 54 【負債・純資産合計】 27,302 27,714 △ 412
徴収不能引当金 △ 7 △ 6 △ 1

　流動資産 2,382 2,477 △ 95
現金預金 447 491 △ 44
未収金 25 23 2
短期貸付金 37 64 △ 27
基金 1,212 1,200 12
棚卸資産 664 700 △ 36
徴収不能引当金 △ 2 △ 2 0

科目名 科目名
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【資産の構成】                                   （単位：億円） 

  

有形固定資産は2兆502億円となっており、公共施設や庁舎などの「事業用資産」が6,391億円、道路や

港湾などの「インフラ資産」が1兆3,933億円、公用車などの「物品」が178億円となっています。 

 

【負債の構成】                                   （単位：億円） 

  

地方債の内、臨時財政対策債などの特例的県債は、県債残高の概ね４割となる8,657億円となっており、

このうち臨時財政対策債の償還金については、全額が交付税措置されることとなっています。 

 

【県民一人当たり資産・負債】 

 令和７年１月１日現在の本県の人口は2,848,597人であることから、県民一人当たりの資産総額は958千

円、負債総額は837千円となっています。  

有形固定資産

20,502

75.1%

無形固定資産

0

0.0%

投資その他の資産

4,417

16.2%

流動資産

2,382

8.7%

事業用資産

6,391

23.4%

インフラ資産

13,933

51.0%

物品

178

0.7%

投資及び出資金

1,664

6.1%

長期貸付金

583

2.1%

その他

2,170

7.9% 現金預金

447

1.6%

基金

1,212

4.4%

その他

723

2.6%

資産合計

27,302億円

地方債

21,278

89.3%

その他

2,554

10.7%

固定資産取得のため

の地方債等

12,621

53.0%

臨時財政対策債など

特例的県債

8,657

36.3%

退職手当引当金

2,233

9.4%

その他負債

321

1.3%

負債合計

23,832億円
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２ 行政コスト計算書（ＰＬ） 

（1）行政コスト計算書（ＰＬ）とは 

 行政コスト計算書は、当該年度の資産形成に結びつかない行政サービスに要したコスト（経費）と、行政

サービスの提供により得られた収益（使用料や手数料等）を表示したものです。なお、減価償却費や退職手

当引当金繰入額等の非現金コストも計上されています。 

 

（2）行政コスト計算書（ＰＬ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和6年度の行政コスト計算書は、経常費用が9,443億円、経常収益が372億円、差引である純経常
行政コストが9,071億円となっています。 

・臨時損益を含めた純行政コストは9,116億円となっており、純行政コストは、地方税等の一般財源や
補助金等収入（純資産変動計算書に計上）で賄われます。 

＜純行政コストの増加要因＞ 
・純行政コスト：205億円増加（人件費の増等） 

 

【経常費用の構成】                                （単位：億円） 

 
 

経常費用は、人件費が3,226億円、減価償却費や維持補修費等の物件費等が2,057億円、市町村等への補

助金や直轄事業負担金等の移転費用が3,889億円、県債の支払利息等のその他が271億円となっています。 

 

【県民一人当たり純行政コスト】 

県民一人当たりの経常費用は、331 千円、経常収益は 13 千円、純行政コストは 320 千円となっています。 

 

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
経常費用（A） 9,443 9,314 129 経常収益（B） 372 433 △ 61

業務費用 5,554 5,384 170 使用料及び手数料 156 156 0
人件費 3,226 3,101 125 その他 216 277 △ 61
物件費等 2,057 2,065 △ 8 純経常行政コスト（A-B）（C） 9,071 8,881 190

物件費 807 855 △ 48
維持補修費 640 617 23 臨時損失（D） 46 31 15
減価償却費 610 592 18 臨時利益（E） 1 1 0
その他 - - - 純行政コスト（C+D-E） 9,116 8,911 205

その他の業務費用 271 218 53
移転費用 3,889 3,930 △ 41

補助金等 3,493 3,492 1
他会計への繰出金 215 232 △ 17
その他 181 206 △ 25

科目名科目名

人件費

3,226

34.2%

物件費等

2,057

21.8%

移転費用

3,889

41.2%

その他

271

2.9%

経常費用
9,443億円
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３ 純資産変動計算書（ＮＷ） 

（1）純資産変動計算書（ＮＷ）とは 

 貸借対照表の純資産が当該年度にどのように変動したのかを表示したもので、純資産の減少要因である純

行政コスト、増加要因である税収や国庫補助金等の財源、その他の変動要因を計上しています。 

 

（2）純資産変動計算書（ＮＷ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和 6 年度の純資産変動計算書は、前年度純資産残高が 3,201 億円、本年度純資産変動額が 269 億
円、本年度末純資産残高が3,470億円となっています。 

＜本年度末純資産残高の増加要因＞ 
・本年度末純資産残高：269億円増加（純行政コストを上回る地方税等の一般財源の増等） 

 

  

（単位：億円）

R6 R5 増減
①前年度末純資産残高 3,201 2,884 317
　 ②純行政コスト（△） △ 9,116 △ 8,911 △ 205

③財源 9,377 9,292 85
　税収等 7,938 7,595 343
　国県等補助金 1,439 1,697 △ 258

④本年度差額（②+③） 261 381 △ 120
　⑤資産評価差額 1 0 1
　⑥無償所管換等 9 △ 73 82
　⑦その他 △ 2 10 △ 12
⑧本年度純資産変動額（④+⑤+⑥+⑦） 269 317 △ 48
⑨本年度末純資産残高（①+⑧） 3,470 3,201 269

科目名

6



４ 資金収支計算書（ＣＦ） 

（1）資金収支計算書（ＣＦ）とは 

 「キャッシュフロー計算書」と呼ばれるもので、現金が１年間でどのように変動したのかを表示したもの

であり、実際の資金の流れや資金の調達状況を把握することができます。 

 

（2）資金収支計算書（ＣＦ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和6年度末の資金残高は376億円となっています。 
・資金収支の内訳をみると、業務活動収支が755億円、投資活動収支が△191億円、財務活動収支が△
608億円となっており、前年度末から43億円の減となっています。 

・歳計外現金も含めた令和 6年度末の現金預金残高は、前年度末から 44億円減の 447 億円となってい
ます。 

＜本年度末現金預金残高の減少要因＞ 
・本年度末現金預金残高：44億円減少（地方債償還支出の増等） 

 

【資金収支の内訳】 

 
 

 

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
業務活動収支（A） 755 920 △ 165 投資活動収支（B） △ 191 △ 274 83

業務支出 9,829 9,546 283 投資活動支出 2,229 2,281 △ 52
業務費用支出 5,940 5,615 325 公共施設等整備費支出 467 475 △ 8

人件費支出 3,296 3,063 233 基金積立金支出 757 675 82
物件費等支出 1,447 1,473 △ 26 貸付金支出 983 1,124 △ 141
その他 1,197 1,079 118 その他 23 8 15

移転費用支出 3,889 3,930 △ 41 投資活動収入 2,039 2,008 31
補助金等 3,493 3,492 1 国県等補助金収入 126 133 △ 7
その他 396 438 △ 42 基金取崩収入 798 661 137

業務収入 10,594 10,480 114 貸付金元金回収収入 1,108 1,195 △ 87
税収等収入 8,878 8,461 417 その他 7 19 △ 12
国県等補助金収入 1,313 1,564 △ 251 財務活動収支（C） △ 608 △ 562 △ 46
使用料及び手数料収入 156 156 0 財務活動支出 2,675 2,436 239
その他 247 299 △ 52 地方債償還支出 2,675 2,436 239

臨時支出 10 14 △ 4 財務活動収入 2,067 1,874 193
臨時収入 -             -          -          地方債発行収入 2,067 1,874 193

本年度資金収支額（A+B+C）（D） △ 43 85 △ 128
前年度末資金残高（E） 419 334 85
本年度末資金残高（D+E）（F） 376 419 △ 43
本年度末歳計外現金残高（G） 71 72 △ 1
本年度末現金預金残高（F+G） 447 491 △ 44

科目名科目名

9,839

2,229

2,675

10,594

2,039

2,067

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 (単位：億円)

支出

収入

業務活動収支

＋755

投資活動収支

△191

財務活動収支

△608
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Ⅳ 全体財務書類の概要 

 全体財務書類は、「一般会計等」に公営事業等１１会計（競輪事業特別会計、港湾事業特別会計、都市計画

事業土地区画整理事業特別会計、医療大学付属病院事業特別会計、国民健康保険特別会計、水道事業会計、

工業用水道事業会計、地域振興事業会計、病院事業会計、鹿島臨海都市計画下水道事業会計、流域下水道事

業会計）を対象に加えたもので、県のすべての会計を合計したものです。 

 

 １ 貸借対照表（ＢＳ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和6年度における資産合計は、3兆5,364億円、負債合計は2兆8,359億円、純資産は7,005億円と
なっています。 

・資産の内訳は、事業用資産7,188億円、インフラ資産1兆8,380億円、投資その他の資産3,396億円、
流動資産4,349億円等となっています。 

・負債の内訳は、固定負債 2 兆 5,049 億円、流動負債 3,311 億円となっており、その内、地方債残高は     
2兆 3,207億円となっています。 

 

 

 ２ 行政コスト計算書（ＰＬ）の状況 

 
 

【ポイント】 

・令和6年度の行政コスト計算書は、経常費用が1兆2,654億円、経常収益が1,227億円、差引である
純経常行政コストが1兆1,428億円となっています。 

・臨時損益を含めた純行政コストは1兆1,622億円となっており、純行政コストは、地方税等の一般財
源や補助金等収入（純資産変動計算書に計上）で賄われます。 

 

  

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
【資産の部】 35,364 36,046 △ 682 【負債の部】 28,359 29,192 △ 833
　固定資産 31,015 31,576 △ 561 　固定負債 25,049 25,811 △ 762

有形固定資産 26,528 26,893 △ 365 地方債 20,389 20,962 △ 573
事業用資産 7,188 7,198 △ 10 その他 4,660 4,848 △ 188
インフラ資産 18,380 18,742 △ 362   流動負債 3,311 3,381 △ 70
物品 960 953 7 １年内償還予定地方債 2,818 2,874 △ 56

無形固定資産 1,092 1,135 △ 43 その他 493 507 △ 14
投資その他の資産 3,396 3,548 △ 152 【純資産の部】 7,005 6,855 150

　流動資産 4,349 4,470 △ 121 【負債・純資産合計】 35,364 36,046 △ 682

科目名科目名

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
経常費用（A） 12,654 12,638 16 経常収益（B） 1,227 1,479 △ 252

業務費用 6,625 6,543 82 使用料及び手数料 964 952 12
人件費 3,409 3,272 137 その他 262 527 △ 265
物件費等 2,727 2,853 △ 126 純経常行政コスト（A-B）（C） 11,428 11,158 270
その他の業務費用 488 419 69

移転費用 6,029 6,095 △ 66 臨時損失（D） 285 31 254
補助金等 5,848 5,888 △ 40 臨時利益（E） 90 2 88
その他 182 207 △ 25 純行政コスト（C+D-E） 11,622 11,187 435

科目名科目名
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 ３ 純資産変動計算書（ＮＷ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和6年度末の純資産は、地方税等の一般財源や補助金等収入が純行政コストを上回ったこと等によ
り、前年度末から150億円増の7,005億円となっています。 

・純資産の変動を項目別にみると、純行政コスト1兆1,622億円に対し、財源について税収等が9,556
億円、国県等補助金が2,222億円となっています。 

 

 

 ４ 資金収支計算書（ＣＦ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和６年度末の資金残高は1,381億円となっています。 
・資金収支の内訳をみると、業務活動収支が911億円、投資活動収支が△396億円、財務活動収支が 
△616億円となっており、業務活動収支による増が投資活動収支及び財務活動収支による減を下回っ
たことにより、前年度末から101億円の減となっています。 

・歳計外現金も含めた令和６年度末の現金預金残高は、1,452億円となっています。 

 

（単位：億円）

R6 R5 増減
①前年度末純資産残高 6,855 6,410 445
②本年度純資産変動額 （③+④+⑤） 150 445 △ 295

③純行政コスト（△） △ 11,622 △ 11,187 △ 435
④財源 11,778 11,695 83

税収等 9,556 9,240 316
国県等補助金 2,222 2,455 △ 233

⑤その他 △ 6 △ 63 57
⑥本年度末純資産残高 （①+②） 7,005 6,855 150

科目名

（単位：億円）

R6 R5 増減
業務活動収支（A） 911 1,390 △ 479

業務支出 12,856 12,532 324
業務費用支出 6,827 6,438 389
移転費用支出 6,029 6,095 △ 66

業務収入 13,777 13,936 △ 159
税収等収入 10,452 10,087 365
国県等補助金収入 2,032 2,301 △ 269
使用料及び手数料収入 929 910 19
その他 365 638 △ 273

臨時支出 11 15 △ 4
臨時収入 1 1 0

投資活動収支（B） △ 396 △ 431 35
投資活動支出 2,514 2,483 31
投資活動収入 2,118 2,052 66

財務活動収支（C） △ 616 △ 677 61
財務活動支出 2,957 2,733 224
財務活動収入 2,341 2,056 285

本年度資金収支額（A+B+C）（D） △ 101 281 △ 382
前年度末資金残高（E） 1,482 1,201 281
本年度末資金残高（D+E）（F） 1,381 1,482 △ 101
本年度末歳計外現金残高（G） 71 72 △ 1
本年度末現金預金残高（F+G） 1,452 1,554 △ 102

科目名
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Ⅴ 連結財務書類の概要 

 連結財務書類は、全体会計に加え、以下の24法人を連結対象として作成しています。 

  地方公社（2法人）：茨城県土地開発公社、茨城県道路公社 

  第三セクター（22 法人）：鹿島臨海鉄道（株）、鹿島都市開発（株）、（公財）茨城県消防協会、（公財）茨

城県国際交流協会、（公財）いばらき文化振興財団、（一財）茨城県環境保全事業団、（公財）いばらき腎

臓財団、（公財）茨城県看護教育財団、（公財）いばらき中小企業グローバル推進機構、（公財）茨城県開

発公社、（株）ひたちなかテクノセンター、（一財）茨城県科学技術振興財団、（株）茨城県中央食肉公社、

（公社）茨城県農林振興公社、（公財）茨城県栽培漁業協会、（公財）那珂川沿岸土地改良基金協会、（一

財）茨城県建設技術管理センター、鹿島埠頭（株）、（株）茨城ポートオーソリティ、（公財）茨城県教育

財団、（公財）茨城県スポーツ協会、（公財）茨城県暴力追放推進センター 

 

 

 １ 貸借対照表（ＢＳ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和6年度における資産合計は、3兆6,300億円、負債合計は2兆8,654億円、純資産は7,646億円
となっています。 

・資産の内訳は、事業用資産 7,635 億円、インフラ資産 1 兆 8,380 億円、投資その他の資産 3,582 億
円、流動資産4,637億円等となっています。 

・負債の内訳は、固定負債2兆5,256億円、流動負債3,397億円となっており、その内、地方債等残高
は2兆3,247億円となっています。 

 

 

 ２ 行政コスト計算書（ＰＬ）の状況 

 
 

【ポイント】 

・令和６年度の行政コスト計算書は、経常費用が1兆3,008億円、経常収益が1,592億円、差引である
純経常行政コストが1兆1,417億円となっています。 

・臨時損益を含めた純行政コストは1兆1,600億円となっており、純行政コストは、地方税等の一般財
源や補助金等収入（純資産変動計算書に計上）で賄われます。 

 
 

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
【資産の部】 36,300 36,976 △ 676 【負債の部】 28,654 29,511 △ 857
　固定資産 31,663 32,191 △ 528 　固定負債 25,256 26,014 △ 758

有形固定資産 26,988 27,422 △ 434 地方債等 20,426 20,993 △ 567
事業用資産 7,635 7,715 △ 80 その他 4,830 5,021 △ 191
インフラ資産 18,380 18,742 △ 362   流動負債 3,397 3,497 △ 100
物品 974 965 9 １年内償還予定地方債等 2,821 2,877 △ 56

無形固定資産 1,093 1,136 △ 43 その他 576 620 △ 44
投資その他の資産 3,582 3,633 △ 51 【純資産の部】 7,646 7,465 181

　流動資産 4,637 4,785 △ 148 【負債・純資産合計】 36,300 36,976 △ 676

科目名科目名

（単位：億円）

R6 R5 増減 R6 R5 増減
経常費用（A） 13,008 12,973 35 経常収益（B） 1,592 1,842 △ 250

業務費用 6,989 6,888 101 使用料及び手数料 972 960 12
人件費 3,503 3,364 139 その他 620 882 △ 262
物件費等 2,827 2,882 △ 55 純経常行政コスト（A-B）（C） 11,417 11,131 286
その他の業務費用 658 643 15

移転費用 6,020 6,085 △ 65 臨時損失（D） 287 32 255
補助金等 5,834 5,875 △ 41 臨時利益（E） 104 5 99
その他 185 211 △ 26 純行政コスト（C+D-E） 11,600 11,158 442

科目名科目名
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 ３ 純資産変動計算書（ＮＷ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和６年度末の純資産は、地方税等の一般財源や補助金等収入が純行政コストを上回ったこと等によ
り、前年度末から181億円増の7,646億円となっています。 

・純資産の変動を項目別にみると、純行政コスト1兆1,600億円に対し、財源については税収等が9,560
億円、国県等補助金は2,230億円となっています。 

 

 

 ４ 資金収支計算書（ＣＦ）の状況 

 

 

【ポイント】 

・令和６年度末の資金残高は1,553億円となっています。 
・資金収支の内訳をみると、業務活動収支が985億円、投資活動収支が△494億円、財務活動収支が 
△614億円となっており、業務活動収支による増が投資活動収支及び財務活動収支による減を下回っ
たことにより、前年度末から123億円の減となっています。 

・歳計外現金も含めた令和６年度末の現金預金残高は、1,625億円となっています。  

（単位：億円）

R6 R5 増減
①前年度末純資産残高 7,465 6,992 473
②本年度純資産変動額（③+④+⑤） 181 473 △ 292

③純行政コスト（△） △ 11,600 △ 11,158 △ 442
④財源 11,790 11,702 88

税収等 9,560 9,243 317
国県等補助金 2,230 2,459 △ 229

⑤その他 △ 9 △ 71 62
⑥本年度末純資産残高（①+②） 7,646 7,465 181

科目名

（単位：億円）

R6 R5 増減
業務活動収支（A） 985 1,460 △ 475

業務支出 13,156 12,805 351
業務費用支出 7,136 6,721 415
移転費用支出 6,019 6,084 △ 65

業務収入 14,151 14,285 △ 134
税収等収入 10,457 10,091 366
国県等補助金収入 2,042 2,305 △ 263
使用料及び手数料収入 937 917 20
その他 716 973 △ 257

臨時支出 12 21 △ 9
臨時収入 1 1 0

投資活動収支（B） △ 494 △ 479 △ 15
投資活動支出 2,546 2,543 3
投資活動収入 2,052 2,064 △ 12

財務活動収支（C） △ 614 △ 696 82
財務活動支出 2,995 2,816 179
財務活動収入 2,381 2,120 261

本年度資金収支額（A+B+C）（D） △ 123 285 △ 408
前年度末資金残高（E） 1,676 1,391 285
本年度末資金残高（D+E）（F） 1,553 1,676 △ 123
本年度末歳計外現金残高（G） 71 72 △ 1
本年度末現金預金残高（F+G） 1,625 1,748 △ 123

科目名

11



【様式第1号】

自治体名：茨城県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

科目名 金額 科目名 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 2,491,954   固定負債 2,119,320

    有形固定資産 2,050,191     地方債 1,892,602

      事業用資産 639,106     長期未払金 111

        土地 272,940     退職手当引当金 223,335

        立木竹 829     損失補償等引当金 3,271

        建物 657,071     その他 -

        建物減価償却累計額 -332,028   流動負債 263,846

        工作物 155,710     １年内償還予定地方債 235,198

        工作物減価償却累計額 -124,525     未払金 3

        船舶 2,017     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,787     前受金 -

        浮標等 -     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -     賞与等引当金 21,521

        航空機 1,684     預り金 7,124

        航空機減価償却累計額 -330     その他 -

        その他 130 負債合計 2,383,166

        その他減価償却累計額 -31 【純資産の部】

        建設仮勘定 7,424   固定資産等形成分 2,616,884

      インフラ資産 1,393,301   余剰分（不足分） -2,269,850

        土地 494,432

        建物 2,138

        建物減価償却累計額 -692

        工作物 1,989,955

        工作物減価償却累計額 -1,208,136

        その他 2,612

        その他減価償却累計額 -1,969

        建設仮勘定 114,961

      物品 53,221

      物品減価償却累計額 -35,438

    無形固定資産 49

      ソフトウェア 45

      その他 3

    投資その他の資産 441,715

      投資及び出資金 166,418

        有価証券 -

        出資金 65,895

        その他 100,523

      投資損失引当金 -4,002

      長期延滞債権 6,322

      長期貸付金 58,310

      基金 215,343

        減債基金 102,918

        その他 112,425

      その他 -

      徴収不能引当金 -677

  流動資産 238,245

    現金預金 44,681

    未収金 2,470

    短期貸付金 3,731

    基金 121,199

      財政調整基金 73,940

      減債基金 47,259

    棚卸資産 66,392

    その他 -

    徴収不能引当金 -228 純資産合計 347,033

資産合計 2,730,199 負債及び純資産合計 2,730,199

貸借対照表
（令和7年3月31日現在）
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【様式第2号】

自治体名：茨城県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

純行政コスト 911,582

  臨時利益 148

    資産売却益 148

    その他 -

    投資損失引当金繰入額 116

    損失補償等引当金繰入額 453

    その他 101

  臨時損失 4,606

    災害復旧事業費 1,035

    資産除売却損 2,901

    使用料及び手数料 15,559

    その他 21,604

純経常行政コスト 907,124

      他会計への繰出金 21,545

      その他 2,964

  経常収益 37,162

    移転費用 388,887

      補助金等 349,293

      社会保障給付 15,086

        支払利息 8,250

        徴収不能引当金繰入額 570

        その他 18,319

        減価償却費 60,970

        その他 -

      その他の業務費用 27,139

      物件費等 205,682

        物件費 80,685

        維持補修費 64,027

        賞与等引当金繰入額 21,521

        退職手当引当金繰入額 18,410

        その他 9,149

    業務費用 555,400

      人件費 322,579

        職員給与費 273,499

  経常費用 944,287

行政コスト計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目名 金額
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【様式第3号】

自治体名：茨城県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

固定資産

等形成分

余剰分

(不足分)

前年度末純資産残高 320,139 2,650,165 -2,330,025

  純行政コスト（△） -911,582 -911,582

  財源 937,669 937,669

    税収等 793,784 793,784

    国県等補助金 143,885 143,885

  本年度差額 26,087 26,087

  固定資産等の変動（内部変動） -33,924 33,924

    有形固定資産等の増加 46,731 -46,731

    有形固定資産等の減少 -64,384 64,384

    貸付金・基金等の増加 178,541 -178,541

    貸付金・基金等の減少 -194,812 194,812

  資産評価差額 62 62

  無償所管換等 935 935

  その他 -190 -354 164

  本年度純資産変動額 26,894 -33,281 60,175

本年度末純資産残高 347,033 2,616,884 -2,269,850

純資産変動計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目 合計
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【様式第4号】

自治体名：茨城県

会計：一般会計等 （単位：百万円）

本年度末歳計外現金残高 7,124

本年度末現金預金残高 44,681

本年度末資金残高 37,557

前年度末歳計外現金残高 7,172

本年度歳計外現金増減額 -48

財務活動収支 -60,759

本年度資金収支額 -4,358

前年度末資金残高 41,915

  財務活動収入 206,740

    地方債発行収入 206,740

    その他の収入 -

  財務活動支出 267,499

    地方債償還支出 267,499

    その他の支出 -

    その他の収入 27

投資活動収支 -19,085

【財務活動収支】

    基金取崩収入 79,819

    貸付金元金回収収入 110,762

    資産売却収入 661

    その他の支出 -

  投資活動収入 203,861

    国県等補助金収入 12,592

    基金積立金支出 75,700

    投資及び出資金支出 2,251

    貸付金支出 98,264

【投資活動収支】

  投資活動支出 222,946

    公共施設等整備費支出 46,731

    その他の支出 0

  臨時収入 -

業務活動収支 75,486

    その他の収入 24,714

  臨時支出 1,035

    災害復旧事業費支出 1,035

    税収等収入 887,836

    国県等補助金収入 131,293

    使用料及び手数料収入 15,563

      他会計への繰出支出 21,545

      その他の支出 2,964

  業務収入 1,059,406

    移転費用支出 388,887

      補助金等支出 349,293

      社会保障給付支出 15,086

      物件費等支出 144,722

      支払利息支出 8,250

      その他の支出 111,425

  業務支出 982,885

    業務費用支出 593,998

      人件費支出 329,602

資金収支計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】
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【様式第1号】

自治体名：茨城県

会計：全体会計 （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 3,101,543   固定負債 2,504,862

    有形固定資産 2,652,797     地方債等 2,038,904

      事業用資産 718,829     長期未払金 111

        土地 277,367     退職手当引当金 227,812

        立木竹 829     損失補償等引当金 3,271

        建物 698,455     その他 234,764

        建物減価償却累計額 -356,234   流動負債 331,079

        工作物 161,313     １年内償還予定地方債等 281,784

        工作物減価償却累計額 -129,160     未払金 17,115

        船舶 2,017     未払費用 -

        船舶減価償却累計額 -1,787     前受金 -

        浮標等 131     前受収益 -

        浮標等減価償却累計額 -9     賞与等引当金 22,621

        航空機 1,684     預り金 9,101

        航空機減価償却累計額 -330     その他 458

        その他 130 負債合計 2,835,941

        その他減価償却累計額 -31 【純資産の部】

        建設仮勘定 64,452   固定資産等形成分 3,227,033

      インフラ資産 1,837,994   余剰分（不足分） -2,526,533

        土地 516,657   他団体出資等分 -

        建物 82,970

        建物減価償却累計額 -48,479

        工作物 2,538,556

        工作物減価償却累計額 -1,523,736

        その他 2,612

        その他減価償却累計額 -1,969

        建設仮勘定 271,384

      物品 363,063

      物品減価償却累計額 -267,088

    無形固定資産 109,151

      ソフトウェア 49

      その他 109,103

    投資その他の資産 339,595

      投資及び出資金 65,895

        有価証券 -

        出資金 65,895

        その他 -

      投資損失引当金 -693

      長期延滞債権 6,325

      長期貸付金 42,121

      基金 226,159

        減債基金 102,918

        その他 123,241

      その他 466

      徴収不能引当金 -677

  流動資産 434,897

    現金預金 145,228

    未収金 15,300

    短期貸付金 4,290

    基金 121,199

      財政調整基金 73,940

      減債基金 47,259

    棚卸資産 130,355

    その他 18,816

    徴収不能引当金 -291 純資産合計 700,499

資産合計 3,536,441 負債及び純資産合計 3,536,441

貸借対照表
（令和7年3月31日現在）

16



【様式第2号】

自治体名：茨城県

会計：全体会計 （単位：百万円）

純行政コスト 1,162,182

  臨時利益 9,023

    資産売却益 148

    その他 8,875

    投資損失引当金繰入額 -

    損失補償等引当金繰入額 453

    その他 24,061

  臨時損失 28,450

    災害復旧事業費 1,035

    資産除売却損 2,901

    使用料及び手数料 96,438

    その他 26,219

純経常行政コスト 1,142,755

      他会計への繰出金 -

      その他 3,086

  経常収益 122,657

    移転費用 602,922

      補助金等 584,751

      社会保障給付 15,086

        支払利息 9,446

        徴収不能引当金繰入額 577

        その他 38,798

        減価償却費 87,427

        その他 828

      その他の業務費用 48,820

      物件費等 272,745

        物件費 112,136

        維持補修費 72,354

        賞与等引当金繰入額 22,589

        退職手当引当金繰入額 19,165

        その他 12,871

    業務費用 662,489

      人件費 340,924

        職員給与費 286,299

  経常費用 1,265,411

行政コスト計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目 金額
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【様式第3号】

自治体名：茨城県

会計：全体会計 （単位：百万円）

固定資産 
等形成分

余剰分 
(不足分)

前年度末純資産残高 685,479 3,284,592 -2,599,113

  純行政コスト（△） -1,162,182 -1,162,182

  財源 1,177,804 1,177,804

    税収等 955,619 955,619

    国県等補助金 222,185 222,185

  本年度差額 15,622 15,622

  固定資産等の変動（内部変動） -57,863 57,863

    有形固定資産等の増加 75,387 -75,387

    有形固定資産等の減少 -116,406 116,406

    貸付金・基金等の増加 205,314 -205,314

    貸付金・基金等の減少 -222,159 222,159

  資産評価差額 62 62

  無償所管換等 971 971

  その他 -1,635 -729 -906

  本年度純資産変動額 15,020 -57,559 72,579

本年度末純資産残高 700,499 3,227,033 -2,526,533

純資産変動計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目 合計
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【様式第4号】

自治体名：茨城県

会計：全体会計 （単位：百万円）

本年度末歳計外現金残高 7,124

本年度末現金預金残高 145,228

本年度末資金残高 138,104

前年度末歳計外現金残高 7,172

本年度歳計外現金増減額 -48

財務活動収支 -61,589

本年度資金収支額 -10,087

前年度末資金残高 148,191

  財務活動収入 234,092

    地方債等発行収入 232,830

    その他の収入 1,262

  財務活動支出 295,681

    地方債等償還支出 295,263

    その他の支出 418

    その他の収入 1,059

投資活動収支 -39,602

【財務活動収支】

    基金取崩収入 79,930

    貸付金元金回収収入 111,299

    資産売却収入 661

    その他の支出 -

  投資活動収入 211,808

    国県等補助金収入 18,860

    基金積立金支出 77,376

    投資及び出資金支出 229

    貸付金支出 98,775

【投資活動収支】

  投資活動支出 251,410

    公共施設等整備費支出 75,030

    その他の支出 73

  臨時収入 107

業務活動収支 91,104

    その他の収入 36,451

  臨時支出 1,109

    災害復旧事業費支出 1,035

    税収等収入 1,045,181

    国県等補助金収入 203,158

    使用料及び手数料収入 92,909

      他会計への繰出支出 -

      その他の支出 3,086

  業務収入 1,377,699

    移転費用支出 602,922

      補助金等支出 584,751

      社会保障給付支出 15,086

      物件費等支出 195,613

      支払利息支出 9,446

      その他の支出 129,809

  業務支出 1,285,594

    業務費用支出 682,672

      人件費支出 347,804

資金収支計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】
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【様式第1号】

自治体名：茨城県

会計：連結会計 （単位：百万円）

科目 金額 科目 金額

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 3,166,280   固定負債 2,525,624

    有形固定資産 2,698,818     地方債等 2,042,630

      事業用資産 763,450     長期未払金 121

        土地 294,017     退職手当引当金 232,155

        土地減損損失累計額 -5,893     損失補償等引当金 3,267

        立木竹 829     その他 247,452

        立木竹減損損失累計額 -   流動負債 339,746

        建物 725,911     １年内償還予定地方債等 282,145

        建物減価償却累計額 -372,913     未払金 20,853

        建物減損損失累計額 -4,382     未払費用 470

        工作物 205,073     前受金 908

        工作物減価償却累計額 -147,671     前受収益 1

        工作物減損損失累計額 -236     賞与等引当金 22,981

        船舶 6,740     預り金 10,518

        船舶減価償却累計額 -5,234     その他 1,870

        船舶減損損失累計額 - 負債合計 2,865,370

        浮標等 131 【純資産の部】

        浮標等減価償却累計額 -9   固定資産等形成分 3,291,462

        浮標等減損損失累計額 -   余剰分（不足分） -2,548,329

        航空機 1,684   他団体出資等分 21,502

        航空機減価償却累計額 -330

        航空機減損損失累計額 -

        その他 157

        その他減価償却累計額 -51

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 65,628

      インフラ資産 1,837,994

        土地 516,657

        土地減損損失累計額 -

        建物 82,970

        建物減価償却累計額 -48,479

        建物減損損失累計額 -

        工作物 2,538,556

        工作物減価償却累計額 -1,523,736

        工作物減損損失累計額 -

        その他 2,612

        その他減価償却累計額 -1,969

        その他減損損失累計額 -

        建設仮勘定 271,384

      物品 373,040

      物品減価償却累計額 -275,646

      物品減損損失累計額 -20

    無形固定資産 109,279

      ソフトウェア 134

      その他 109,145

    投資その他の資産 358,183

      投資及び出資金 52,229

        有価証券 4,193

        出資金 48,036

        その他 -

      長期延滞債権 6,325

      長期貸付金 30,418

      基金 257,398

        減債基金 102,918

        その他 154,479

      その他 12,491

      徴収不能引当金 -677

  流動資産 463,723

    現金預金 162,467

    未収金 17,704

    短期貸付金 3,983

    基金 121,199

      財政調整基金 73,940

      減債基金 47,259

    棚卸資産 138,330

    その他 20,337

    徴収不能引当金 -297

  繰延資産 2 純資産合計 764,635

資産合計 3,630,005 負債及び純資産合計 3,630,005

連結貸借対照表
（令和7年3月31日現在）

20



【様式第2号】

自治体名：茨城県

会計：連結会計 （単位：百万円）

連結行政コスト計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目 金額

  経常費用 1,300,844

    業務費用 698,882

      人件費 350,316

        職員給与費 292,874

        賞与等引当金繰入額 22,756

        退職手当引当金繰入額 19,483

        その他 15,203

      物件費等 282,740

        物件費 110,760

        維持補修費 73,175

        減価償却費 88,888

        その他 9,917

      その他の業務費用 65,826

        支払利息 9,452

        徴収不能引当金繰入額 578

        その他 55,796

    移転費用 601,962

      補助金等 583,442

      社会保障給付 15,086

      その他 3,435

  経常収益 159,162

    使用料及び手数料 97,196

    その他 61,966

純経常行政コスト 1,141,682

  臨時損失 28,688

    災害復旧事業費 1,035

    資産除売却損 2,919

    損失補償等引当金繰入額 451

    その他 24,283

  臨時利益 10,391

    資産売却益 1,266

    その他 9,125

純行政コスト 1,159,979
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【様式第3号】

自治体名：茨城県

会計：連結会計 （単位：百万円）

固定資産

等形成分

余剰分

(不足分)

他団体出資等分

前年度末純資産残高 746,506 3,345,574 -2,619,600 20,532

  純行政コスト（△） -1,159,979 -1,160,614 635

  財源 1,179,012 1,178,627 385

    税収等 956,015 955,940 75

    国県等補助金 222,996 222,686 310

  本年度差額 19,032 18,012 1,020

  固定資産等の変動（内部変動） -54,372 54,372

    有形固定資産等の増加 77,555 -77,555

    有形固定資産等の減少 -125,504 125,504

    貸付金・基金等の増加 237,927 -237,927

    貸付金・基金等の減少 -244,351 244,351

  資産評価差額 -25 -25

  無償所管換等 971 971

  他団体出資等分の増加 0 0

  他団体出資等分の減少 50 -50

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 -1,849 -685 -1,163

  本年度純資産変動額 18,130 -54,112 71,272 970

本年度末純資産残高 764,635 3,291,462 -2,548,329 21,502

連結純資産変動計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目 合計
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【様式第4号】

自治体名：茨城県

会計：連結会計 （単位：百万円）

      その他の支出 149,809

連結資金収支計算書
自　令和6年4月1日
至　令和7年3月31日

科目 金額

【業務活動収支】

  業務支出

    業務費用支出 713,648

      人件費支出 357,204

      物件費等支出 197,184

      支払利息支出 9,452

1,315,569

    移転費用支出 601,921

      補助金等支出 583,429

      社会保障給付支出 15,086

      その他の支出 3,406

  業務収入 1,415,134

    税収等収入 1,045,659

    国県等補助金収入 204,183

    使用料及び手数料収入 93,709

    その他の収入 71,583

  臨時支出 1,154

    災害復旧事業費支出 1,035

    その他の支出 119

  臨時収入 110

業務活動収支 98,521

【投資活動収支】

  投資活動支出 254,610

    公共施設等整備費支出 76,073

    基金積立金支出 77,380

    投資及び出資金支出 673

    貸付金支出 98,775

    その他の支出 1,709

  投資活動収入 205,244

    国県等補助金収入 18,281

    基金取崩収入 79,945

    貸付金元金回収収入 102,679

    資産売却収入 2,613

    その他の収入 1,727

投資活動収支 -49,366

【財務活動収支】

  財務活動支出 299,483

    地方債等償還支出 297,639

    その他の支出 1,845

  財務活動収入 238,076

    地方債等発行収入 235,874

    その他の収入 2,201

本年度末現金預金残高 162,467

財務活動収支 -61,408

本年度資金収支額 -12,253

前年度末資金残高 167,597

比例連結割合変更に伴う差額 -

前年度末歳計外現金残高 7,172

本年度歳計外現金増減額 -48

本年度末歳計外現金残高 7,124

本年度末資金残高 155,344
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総務企画委員会説明資料 

人事委員会事務局  

項目 令和８年度茨城県職員等採用試験実施計画について 

 

１ 大学卒業程度試験 

区分 職種 
試験案内 
公表日 

申込受付期間 第１次試験 最終合格発表 

早期 
日程 

事務(知事部局等) 
事務(警察本部)  

３月２日(月) 
３月２日(月) 
～ 

３月 23 日(月) 

４月２日(木) 
～ 

４月15日(水) 

６月９日(火) 

技術系 14職種 ※１ ７月７日(火) 

従来 
日程 

事務(知事部局等) 
事務(警察本部) 
福祉 

４月 22 日(水) 
４月 22 日(水) 
～ 

５月 13 日(水) 
６月 21 日(日) ８月18日(火) 

秋冬期 
日程 
土木 ※２ 10 月 28 日(水) 

10月 28 日(水) 
～ 

11月 17 日(火) 
11月29日(日) １月26日(火) 

※１ 電気、機械、土木、建築、化学、薬剤師、管理栄養士、農業、農業土木、畜産、

林業、水産、福祉、心理 

※２ 大学３年生・大学院１年生も受験可能 

 ※３ 早期日程と秋冬期日程は第１次試験において基礎能力検査（SPI）を実施 

 

２ 高校卒業程度試験 

職種 
試験案内 
公表日 

申込受付期間 第１次試験 最終合格発表 

事務(知事部局等) 
事務(警察本部) 
事務(市町村立小中学校) ４月22日(水) 

７月１日(水) 
～ 

８月 19 日(水) 
９月 27 日(日) 

11月 10 日(火) 

技術系職種 10月９日(金) 

 

(参考 令和７年度職員採用試験実施状況)  

試験 

区分 
職  種 

採用予定 

人   員 

(名程度) 

Ａ 

申込者数 

（人） 

Ｂ 

受験者数 

（人） 

Ｃ 

最終合格 

者    数 

      (人） 

Ｄ 

申込倍率 

（倍） 

Ｂ/Ａ 

競 争 率 

（倍） 

Ｃ/Ｄ 

大学 

卒業 

程度 

事務 126 827 667 164 6.6 4.1 

技術系職種 
49 

(7) 

230 

(55) 

195 

(46) 

58 

(9) 

4.7 

(7.4) 

3.4 

(5.1) 

合計 175 1,057 862 222 6.0 3.9 

高校 

卒業 

程度 

事務 48 172 148 72 3.6 2.1 

技術系職種 13 20 17 11 1.5 1.5 

事務(小中学校) 22 67 63 33 3.0 1.9 

合計 83 259 228 116 3.1 1.4 

※ 大学卒業程度の技術系職種の（ ）は秋冬期日程の実施状況を外数で記載 

※ 上記のほか、追加募集のための特別試験を 11 月に実施 

 

資 料 ２ 



資料１－１別冊 
 

 

令和８年第１回定例会 

総務企画委員会説明資料 

（条例新旧対照表） 

 

 

 

１ 第63号議案 茨城県資金積立基金条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・２ 

 

２ 第21号議案 茨城県税外収入金の延滞金徴収条例及び茨城県行政手続条例 

の一部を改正する条例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

 

３ 第22号議案 茨城県公益認定等審議会条例の一部を改正する条例 ・・・・・・・ ７ 

 

４ 第23号議案 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例・・・・・・・・ ８ 

 

５ 第24号議案 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部 

を改正する条例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

 

６ 第25号議案 茨城県手数料徴収条例の一部を改正する条例 ・・・・・・・・・・ 20 

 

７ 第26号議案 茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例 

の一部を改正する条例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26 

 

８ 第27号議案 茨城県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 ・・・・・・ 27 

 

 

 

 

 

令和８年３月１２日 

総   務   部 
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職員の給与に関する条例（昭和27年茨城県条例第９号）新旧対照表【第１条関係】 

改正案 現行 

（給料等） （給料等） 

第３条 給料は，正規の勤務時間（職員の勤務時間に関する条例（昭和26

年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。）第２条から第５

条まで（市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例（昭和46

年茨城県条例第56号。以下「教職員勤務時間条例」という。）第２条に

おいて準用する場合を含む。）に規定する勤務時間をいう。以下同じ。）

による勤務に対する報酬であつて，この条例に定める管理職手当，初任

給調整手当（第１種初任給調整手当及び第２種初任給調整手当をいう。

第19条第１項第２号及び第24条第２項において同じ。），扶養手当，地

域手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，在宅勤務等手当，寒冷地

手当，特殊勤務手当，特地勤務手当（第14条の３の規定による手当を含

む。第19条第１項第２号において同じ。），へき地手当（第14条の４第

１項の規定によるへき
、、

地手当に準ずる手当を含む。第14条の２第１項た

だし書及び第19条第１項第２号において同じ。），定時制通信教育手当，

産業教育手当，農林漁業普及指導手当，災害派遣手当（第14条の９第１

項の規定による武力攻撃災害等派遣手当及び第14条の10第１項の規定

による特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。），時間外勤務

手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手

当，期末手当，勤勉手当，義務教育等教員特別手当及び退職手当を除い

たものとし，第24条第１項の報酬は，勤務時間条例第10条に規定する勤

第３条 給料は，正規の勤務時間（職員の勤務時間に関する条例（昭和26

年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。）第２条から第５

条まで（市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例（昭和46

年茨城県条例第56号。以下「教職員勤務時間条例」という。）第２条に

おいて準用する場合を含む。）に規定する勤務時間をいう。以下同じ。）

による勤務に対する報酬であつて，この条例に定める管理職手当，初任

給調整手当                           

                         ，扶養手当，地

域手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，在宅勤務等手当，寒冷地

手当，特殊勤務手当，特地勤務手当（第14条の３の規定による手当を含

む。第19条第１項第２号において同じ。），へき地手当（第14条の４第

１項の規定によるへき
、、

地手当に準ずる手当を含む。第14条の２第１項た

だし書及び第19条第１項第２号において同じ。），定時制通信教育手当，

産業教育手当，農林漁業普及指導手当，災害派遣手当（第14条の９第１

項の規定による武力攻撃災害等派遣手当及び第14条の10第１項の規定

による特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)，時間外勤務

手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，管理職員特別勤務手

当，期末手当，勤勉手当，義務教育等教員特別手当及び退職手当を除い

たものとし，第24条第１項の報酬は，勤務時間条例第10条に規定する勤

務時間による勤務に対する報酬であつて，期末手当及び勤勉手当を除い

たものとする。 

務時間による勤務に対する報酬であつて，期末手当及び勤勉手当を除い

たものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（初任給，昇格，昇給等の基準） （初任給，昇格，昇給等の基準） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇

給の号給数は，同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員

の昇給の号給数を４号給（医療職給料表（二）の適用を受ける職員で 

 その職務の級が７級である                  

          もの及び医療職給料表（三） の適用を受ける職

員で  その職務の級が６級以上であるもののうち        

         人事委員会規則で定める管理職手当の支給を受け

ているものにあつては，３号給）とすることを標準として人事委員会規

則で定める基準に従い決定するものとする。 

６ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇

給の号給数は，同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員

の昇給の号給数を４号給（行政職給料表   の適用を受ける職員のう

ちその職務の級が６級以上であつて人事委員会規則で定める管理職手

当の支給を受けているもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職

員のうちその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で

定める職員であつて人事委員会規則で定める管理職手当の支給を受け

ているものにあつては，３号給）とすることを標準として人事委員会規

則で定める基準に従い決定するものとする。 

７ 前項の規定にかかわらず，55歳（人事委員会規則で定める職員にあつ

ては，56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの）を超える職員並

びに行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級 以上で

あるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が行政職給料表の特７級以上に相当するものとして人事委員会規則で

定めるものの第５項の規定による昇給は，同項に規定する期間における

７ 前項の規定にかかわらず，55歳（人事委員会規則で定める職員にあつ

ては，56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの）を超える職員並

びに行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が特７級以上で

あるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級

がこれ          に相当するものとして人事委員会規則で

定めるものの第５項の規定による昇給は，同項に規定する期間における
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当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし，昇給さ

せる場合の昇給の号給数は，勤務成績に応じて人事委員会規則で定める

基準に従い決定するものとする。 

当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし，昇給さ

せる場合の昇給の号給数は，勤務成績に応じて人事委員会規則で定める

基準に従い決定するものとする。 

８～11 （略） ８～11 （略） 

  

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第９条の３ 次の各号に掲げる職員の職に新たに採用された職員には，当

該各号に定める額を超えない範囲内の額を，第１号及び第２号に掲げる

職員の職に係るものにあつては採用の日から35年以内，第３号に掲げる

職員の職に係るものにあつては採用の日から５年以内の期間，採用の日

（第１号及び第２号に掲げる職員の職に係るものにあつては，採用後人

事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を経過するごとにそ

の額を減じて，第１種初任給調整手当として支給する。 

第９条の３ 次の各号に掲げる職員の職に新たに採用された職員には，当

該各号に定める額を超えない範囲内の額を，第１号及び第２号に掲げる

職員の職に係るものにあつては採用の日から35年以内，第３号に掲げる

職員の職に係るものにあつては採用の日から５年以内の期間，採用の日

（第１号及び第２号に掲げる職員の職に係るものにあつては，採用後人

事委員会規則で定める期間を経過した日）から１年を経過するごとにそ

の額を減じて，   初任給調整手当として支給する。 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

２ 前項の職員の職に在職する職員のうち，同項の規定により，第１種初

任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職

員には，同項の規定に準じて，第１種初任給調整手当を支給する。 

２ 前項の職員の職に在職する職員のうち，同項の規定により，   初

任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職

員には，同項の規定に準じて，   初任給調整手当を支給する。 

３ 前２項の規定により，第１種初任給調整手当を支給される職員の範

囲，第１種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第１種初任給調

整手当の支給に関し必要な事項は，人事委員会規則で定める。 

３ 前２項の規定により，   初任給調整手当を支給される職員の範

囲，   初任給調整手当の支給期間及び支給額その他   初任給調

整手当の支給に関し必要な事項は，人事委員会規則で定める。 

  

第９条の４ 新たに採用された職員であつて，採用の日において，当該職 （新設） 

員に適用される給料表の給料月額のうち第６条第２項の規定により当

該職員の属する職務の級並びに同条第３項，第４項，第６項及び第７項

の規定により当該職員の受ける号給に応じた額（定年前再任用短時間勤

務職員その他の人事委員会規則で定める職員にあつては，人事委員会規

則で定める額）並びにこれに第11条の２の規定による地域手当の支給割

合を乗じて得た額の合計額（その額に１円未満の端数を生じたときは，

これを切り捨てた額）に12を乗じ，その額を勤務時間条例第２条第１項

に規定する勤務時間に52を乗じたものから職員の休日及び休暇に関す

る条例（昭和29年茨城県条例第43号。以下「休日休暇条例」という。）

第２条第１項に規定する休日に係る勤務時間を考慮して人事委員会規

則で定める時間を減じたもので除して得た額（その額に50銭未満の端数

を生じたときはこれを切り捨て，50銭以上１円未満の端数を生じたとき

はこれを１円に切り上げた額。次項において「特定額」という。）が，

その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して人事委員

会規則で定める額（次項において「基準額」という。）を下回るものに

は，採用の日から人事委員会規則で定める日までの間，第２種初任給調

整手当を支給する。 

２ 第２種初任給調整手当の月額は，人事委員会規則で定めるところによ

り基準額と特定額との差額を月額に換算した額とする。 

 

３ 第１項の規定の適用を受ける職員以外の職員で，同項の規定により第

２種初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら

れるものとして人事委員会規則で定めるものには，人事委員会規則で定

めるところにより，前２項の規定に準じて，第２種初任給調整手当を支
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給する。 

４ 前３項に規定するもののほか，第２種初任給調整手当の支給に関し必

要な事項は，人事委員会規則で定める。 

 

  

（通勤手当） （通勤手当） 

第12条 （略） 第12条 （略） 

２ 通勤手当の額は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に定

める額とする。 

２ 通勤手当の額は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，当該各号に定

める額とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき，人事委員会規則で

定める交通用具の使用距離の区分に応じ，66,400円を超えない範囲内

で人事委員会規則で定める額(第12条の6第1項の規定により在宅勤務

等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位

期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限

る。)にあつては，その額から，その額(加算がなされる場合には，加

算後の額)に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた

額) 

(2) 前項第２号に掲げる職員 支給単位期間につき，人事委員会規則で

定める交通用具の使用距離の区分に応じ，55,000円を超えない範囲内

で人事委員会規則で定める額(第12条の6第1項の規定により在宅勤務

等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位

期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員に限

る。)にあつては，その額から，その額(加算がなされる場合には，加

算後の額)に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた

額) 

(3) （略） (3) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 第1項第3号に掲げる職員で，交通用具の駐車のため駐車場（人事委員

会規則で定めるものに限る。）を利用してその料金（以下この項におい

て「駐車料金」という。）を負担することを常例とする職員      

４ 第1項第3号に掲げる職員で，交通用具の駐車のため駐車場（人事委員

会規則で定めるものに限る。）を利用してその料金（以下この項におい

て「駐車料金」という。）を負担することを常例とする職員（人事委員

              の通勤手当の額は，第2項の規定にかか

わらず，同項の規定による額に，人事委員会規則で定めるところにより

算出した1箇月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額（当該額が

3,000円（交通用具が自動車である場合にあつては，7,000円。以下この

項において同じ。）を超えるときは，3,000円）を加算した額とする。 

会規則で定める職員に限る。）の通勤手当の額は，第2項の規定にかか

わらず，同項の規定による額に，人事委員会規則で定めるところにより

算出した1箇月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額（当該額が

3,000円（交通用具が自動車である場合にあつては，7,000円。以下この

項において同じ。）を超えるときは，3,000円）を加算した額とする。 

５ （略） ５ （略） 

６ 通勤手当は，支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつ

ては，人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月（当該月に通勤手

当を支給することが困難な場合として人事委員会規則で定める場合に

あつては，その翌月）の人事委員会規則で定める日に支給する。 

６ 通勤手当は，支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつ

ては，人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月         

                                

          の人事委員会規則で定める日に支給する。 

７～９ （略） ７～９ （略） 

  

(特地勤務手当等) (特地勤務手当等) 

第14条の２ （略） 第14条の２ （略） 

第14条の３ （略） 第14条の３ （略） 

２ 新たに                  給料表の適用を受け

る職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたこと

に伴つて住居を移転した職員                   

           ，新たに特地公署又は準特地公署に該当するこ

ととなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当

することとなつた日前３年以内に当該公署に異動し，当該異動に伴つて

住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員と

２ 第12条の５第３項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受け

る職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたこと

に伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則

で定める職員に限る。)，新たに特地公署又は準特地公署に該当するこ

ととなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当

することとなつた日前３年以内に当該公署に異動し，当該異動に伴つて

住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員と
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の権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める

職員には，人事委員会規則の定めるところにより，同項の規定に準じて，

特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

の権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める

職員には，人事委員会規則の定めるところにより，同項の規定に準じて，

特地勤務手当に準ずる手当を支給する。 

  

（期末手当） （期末手当） 

第22条 （略） 第22条 （略） 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に100分の126.25         

    を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務

の級が８級以上であるもの並びに学長の職にある職員以外の職員でそ

の職務の複雑，困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職

員のうち，人事委員会規則で定める職員を除く。以下「特定幹部職員」

という。)にあつては100分の106.25を乗じて得た額，学長の職にある職

員にあつては100分の67.5 を乗じて得た額）                               

                                 

                                

            に，基準日以前６箇月以内の期間における当

該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は，期末手当基礎額に，６月に支給する場合には100分

の125を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が８級以上であるもの並びに学長の職にある職員以外の職員でその

職務の複雑，困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員

のうち，人事委員会規則で定める職員を除く。以下「特定幹部職員」と

いう。)にあつては100分の105   を乗じて得た額，学長の職にある職員

にあつては100分の66.25を乗じて得た額），12月に支給する場合には100

分の127.5を乗じて得た額（特定幹部職員にあつては100分の107.5を乗

じて得た額，学長の職にある職員にあつては100分の68.75を乗じて得た

額）に，基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については，

同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と，「100分の10

6.25」とあるのは「100分の61.25                   

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については，

同項中「100分の125   」とあるのは「100分の70   」と，「100分の1

05   」とあるのは「100分の60」と，「100分の127.5」とあるのは「1

                           」とする。 00分の72.5」と，「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

  

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第22条の４ （略） 第22条の４ （略） 

２ 勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，任命権者が人事委員会規則で定

める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て，職員に支給される勤勉手当の，次の各号に掲げる職員の区分ごとの

総額は，それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は，勤勉手当基礎額に，任命権者が人事委員会規則で定

める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て，職員に支給される勤勉手当の，次の各号に掲げる職員の区分ごとの

総額は，それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に

掲げる職員の区分に応じ，それぞれ次に定める額 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に

掲げる職員の区分に応じ，それぞれ次に定める額 

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該

職員がそれぞれその基準日現在（退職し，又は死亡した職員にあつ

ては，退職し，又は死亡した日現在。次項及び付則第16項第４号に

おいて同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25        

             （特定幹部職員にあつては，100分の126.25       

                                                         

          ）を乗じて得た額の総額 

ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該

職員がそれぞれその基準日現在（退職し，又は死亡した職員にあつ

ては，退職し，又は死亡した日現在。次項及び付則第16項第４号に

おいて同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額を加算した額に，６月に支給する場合に

は100分の105（特定幹部職員にあつては，100分の125），12月に支

給する場合には100分の107.5（特定幹部職員にあつては，100分の

127.5）を乗じて得た額の総額 

イ 学長の職にある職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.

5                                                          

   を乗じて得た額 

イ 学長の職にある職員 当該職員の勤勉手当基礎額に，６月に支給

する場合には100分の106.25，12月に支給する場合には100分の10

8.75を乗じて得た額 

- 11 -



(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に100分の51.25                     （特定幹部職員に

あつては，100分の61.25                                       

                                ）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に，６月に支給する場合には100分の50（特定幹部職員に

あつては，100分の60），12月に支給する場合には100分の52.5（特定

幹部職員にあつては，100分の62.5）を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

(会計年度任用職員の給与) (会計年度任用職員の給与) 

第24条 （略） 第24条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の給与(退職手当を除く。)の額，支給方法その他その支給に関

し必要な事項については，第５条第３項，第６条，第７条から第９条ま

で，第９条の３，第９条の４，第11条の２，第11条の３，第12条，第14

条から第14条の７まで，第15条から第20条まで，第21条から第22条の4

まで及び第22条の6の規定にかかわらず，常勤の職員との権衡，その職

務の特殊性等を考慮し，予算の範囲内において別に任命権者が定める。 

３ 前2項の給与(退職手当を除く。)の額，支給方法その他その支給に関

し必要な事項については，第５条第３項，第６条，第７条から第９条ま

で，第９条の３      ，第11条の２，第11条の３，第12条，第14

条から第14条の７まで，第15条から第20条まで，第21条から第22条の４

まで及び第22条の６の規定にかかわらず，常勤の職員との権衡，その職

務の特殊性等を考慮し，予算の範囲内において別に任命権者が定める。 

  

別表第１ （案文のとおり全改） 別表第１ （略） 

  

別表第２～別表第７ （略） 別表第２～別表第７ （略） 

  

別表第８（第５条関係） 別表第８（第５条関係） 

行政職給料表級別基準職務表 行政職給料表級別基準職務表 

職務の

級 

基準職務 

１ 級 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 

２ 級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職

務 

３ 級 1 係長の職務 

2 主任の職務 

４ 級 困難な業務を処理する係長の職務 

５ 級 課長補佐の職務 

６ 級 困難な業務を処理する課長補佐の職務 

                  

７ 級 副参事又は技佐の職務         

特７級 本庁の課長の職務 

８ 級 本庁の部の次長の職務 

９ 級 本庁の部長の職務 
 

職務の

級 

基準職務 

１ 級 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 

２ 級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職

務 

３ 級 １ 係長の職務 

２ 主任の職務 

４ 級 困難な業務を処理する係長の職務 

５ 級 課長補佐の職務 

６ 級 １ 副参事又は技佐の職務 

２ 困難な業務を処理する課長補佐の職務 

７ 級 困難な業務を処理する副参事又は技佐の職務 

特７級 本庁の課長の職務 

８ 級 本庁の部の次長の職務 

９ 級 本庁の部長の職務 
 

備考 「本庁」とは，茨城県行政組織条例（昭和38年茨城県条例第45

号）第２条に規定する部その他人事委員会規則で定める組織又は職

をいう。 

備考 「本庁」とは，茨城県行政組織条例（昭和38年茨城県条例第45

号）第２条に規定する部その他人事委員会規則で定める組織又は職

をいう。 

別表第９～別表第14 （略） 別表第９～別表第14 （略） 
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特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和27年茨城県条例第55号）新旧対照表【第２条関係】 

  

改正案 現行 

第４条 知事等の期末手当の額に関しては，職員の給与に関する条例

（昭和27年茨城県条例第９号。以下「給与条例」という。）の例によ

る。この場合において，給与条例第22条第２項中「100分の126.25」

とあるのは「100分の175                                        

         」と，同条第５項中「行政職給料表の適用を受ける職員で

その職務の級が３級以上であるもののうち人事委員会規則で定めるも

の及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑，困難及

び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につ

き人事委員会規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」

と，「職務段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応

じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と

あるのは「職務等を考慮して100分の20を超えない範囲内で規則で定

める割合」と，「人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある

職員」とあるのは「規則で定める職員」と，「100分の25を超えない

範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「100分の25を超

えない範囲内で規則で定める割合」とする。 

第４条 知事等の期末手当の額に関しては，職員の給与に関する条例

（昭和27年茨城県条例第９号。以下「給与条例」という。）の例によ

る。この場合において，給与条例第22条第２項中「100分の125   」

とあるのは「100分の172.5」と，「100分の127.5」とあるのは「100

分の177.5」と，同条第５項中「行政職給料表の適用を受ける職員で

その職務の級が３級以上であるもののうち人事委員会規則で定めるも

の及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑，困難及

び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につ

き人事委員会規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」

と，「職務段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応

じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」と

あるのは「職務等を考慮して100分の20を超えない範囲内で規則で定

める割合」と，「人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある

職員」とあるのは「規則で定める職員」と，「100分の25を超えない

範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「100分の25を超

えない範囲内で規則で定める割合」とする。 

２ （略） ２ （略） 

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年茨城県条例第９号）新旧対照表【第２条関係】 

 

  

改正案 現行 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条例第２

条第１項，第20条の３第１項及び第22条第２項の規定の適用について

は，給与条例第２条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び一

般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年茨城県条例第９

号）第５条の規定」と，給与条例第20条の３第１項中「第23条の２にお

いて」とあるのは「地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関

する法律第３条第１項第１号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第23条の２において」と，給与条例第22条第２項中「100分

の126.25」とあるのは「100分の175                               

                  」とする。 

２ 第１号任期付研究員及び第２号任期付研究員に対する給与条例第２

条第１項，第20条の３第１項及び第22条第２項の規定の適用について

は，給与条例第２条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び一

般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年茨城県条例第９

号）第５条の規定」と，給与条例第20条の３第１項中「第23条の２にお

いて」とあるのは「地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関

する法律第３条第１項第１号の規定により任期を定めて採用された職

員を含む。第23条の２において」と，給与条例第22条第２項中「100分

の125   」とあるのは「100分の172.5」と，「100分の127.5」とあるの

は「100分の177.5」とする。 
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一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年茨城県条例第６号）新旧対照表【第３条関係】 

改正案 現行 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項，第20条の３第１項，

第22条第２項及び第22条の４第２項第１号アの規定の適用について

は，給与条例第２条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び一

般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年茨城県条例第６号。

以下「任期付職員条例」という。）第７条の規定」と，給与条例第20条

の３第１項中「第23条の２において」とあるのは「任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。第23条の２において」

と，給与条例第22条第２項中「100分の126.25」とあるのは「100分の9

6.25                                          」と，給与条例第2

2条の４第２項第１号ア中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.7

5                     」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項，第20条の３第１項，

第22条第２項及び第22条の４第２項第１号アの規定の適用について

は，給与条例第２条第１項中「この条例」とあるのは「この条例及び一

般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成15年茨城県条例第６号。

以下「任期付職員条例」という。）第７条の規定」と，給与条例第20条

の３第１項中「第23条の２において」とあるのは「任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。第23条の２において」

と，給与条例第22条第２項中「100分の125   」とあるのは「100分の9

5」と，「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」と，給与条例第2

2条の４第２項第１号ア中「100分の105   」とあるのは「100分の87.

5」と，「100分の107.5」とあるのは「100分の90」とする。 

  

第10条 給与条例第９条の３，第10条   ，第11条の３，第11条の５，

第13条，第14条の２から第14条の４まで及び第23条の規定は，法第５条

の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次項において

「任期付短時間勤務職員」という。)には，適用しない。  

 

第10条 給与条例第９条の３から第11条まで，第11条の３，第11条の５，

第13条，第14条の２から第14条の４まで及び第23条の規定は，法第５条

の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次項において

「任期付短時間勤務職員」という。)には，適用しない。 

 

 

 

 

 

  

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第６条第11項，第９条の４，

第12条第２項第２号及び第16条第２項の規定の適用については，給与

条例第６条第11項中「法第22条の４第１項の規定により採用された職

員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第５条

の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職

員」と，「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該任期付

短時間勤務職員」と，「定年前再任用短時間勤務職員の項」とあるのは

「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項」と，「基準給料月額」

とあるのは「給料月額」と，「に応じた額」とあるのは「並びに第３項，

第４項，第６項及び第７項の規定により当該任期付短時間勤務職員の

受ける号給に応じた額」と，「第２条第３項」とあるのは「第２条第４

項」と，給与条例第９条の４，第12条第２項第２号及び第16条第２項中

「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」

とする。 

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第６条第11項      ，

第12条第２項第２号及び第16条第２項の規定の適用については，  

  第６条第11項中「法第22条の４第１項の規定により採用された職

員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第５条

の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職

員」と，「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該任期付

短時間勤務職員」と，「定年前再任用短時間勤務職員の項」とあるのは

「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項」と，「基準給料月額」

とあるのは「給料月額」と，「に応じた額」とあるのは「並びに第３項，

第４項，第６項及び第７項の規定により当該任期付短時間勤務職員の

受ける号給に応じた額」と，「第２条第３項」とあるのは「第２条第４

項」と          ，第12条第２項第２号及び第16条第２項中

「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」

とする。 
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企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年茨城県条例第62号）新旧対照表【第４条関係】 

改正案 現行 

(給与の種類) (給与の種類) 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 手当の種類は，管理職手当，初任給調整手当（第１種初任給調整手

当及び第２種初任給調整手当をいう。第20条において同じ。），扶養

手当，地域手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，在宅勤務等手

当，特殊勤務手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，

宿日直手当，管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当及び退職手

当とする。 

３ 手当の種類は，管理職手当，初任給調整手当          

                            ，扶養

手当，地域手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，在宅勤務等手

当，特殊勤務手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，

宿日直手当，管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当及び退職手

当とする。 

  

（初任給調整手当） （初任給調整手当） 

第５条 第１種初任給調整手当は，専門的知識を必要とし，かつ，採用

による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職

員に対して支給する。 

第５条    初任給調整手当は，専門的知識を必要とし，かつ，採用

による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職

員に対して支給する。 

第５条の２ 第２種初任給調整手当は，新たに採用された職員であつ

て，採用の日における当該職員の給料月額等を考慮して管理者が定め

る額が，その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して

管理者が定める額を下回るものに対して支給する。 

（新設） 

２ 前項に定めるもののほか，第２種初任給調整手当は，同項の規定の  

  

適用を受ける職員以外の職員で，同項の規定により第２種初任給調整

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして

管理者が定めるものに対して支給する。 
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職員の育児休業等に関する条例（平成４年茨城県条例第５号）新旧対照表【第５条関係】 

 

  

改正案 現行 

(任期付短時間勤務職員に対する給与に関する特例) (任期付短時間勤務職員に対する給与に関する特例) 

第27条 給与条例第９条の３，第10条，第11条の３，第11条の５，第13条，

第14条の２から第14条の４まで及び第23条の規定は，任期付短時間勤

務職員には，適用しない。 

第27条 給与条例第９条の３から第11条まで，第11条の３，第11条の５，

第13条，第14条の２から第14条の４まで及び第23条の規定は，任期付短

時間勤務職員には，適用しない。） 

２ （略） ２ （略） 

職員の修学部分休業に関する条例（平成18年茨城県条例第２号）新旧対照表【第６条関係】 

 

 

 

  

改正案 現行 

(修学部分休業取得中の給与) (修学部分休業取得中の給与) 

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には，職員

の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第９号。以下「給与条例」

という。)第15条の規定にかかわらず，その勤務しない１時間につ

き，給料の月額並びにこれに対する地域手当，定時制通信教育手当，

産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに管理職手当，初任給調

整手当（第１種初任給調整手当及び第２種初任給調整手当をいう。）

及び義務教育等教員特別手当並びに人事委員会規則で定める手当の月

額の合計額に12を乗じ，その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗

じて得た数から職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条

例第43号)第２条第１項に規定する休日に係る勤務時間を考慮して人

事委員会規則で定める数を減じた数で除して得た額を減額して給与を

支給する。 

第３条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には，職員

の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第９号。以下「給与条例」

という。)第15条の規定にかかわらず，その勤務しない１時間につ

き，給料の月額並びにこれに対する地域手当，定時制通信教育手当，

産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに管理職手当，初任給調

整手当                        及び義務

教育等教員特別手当並びに人事委員会規則で定める手当の月額の合計

額に12を乗じ，その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た

数から職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)

第２条第１項に規定する休日に係る勤務時間を考慮して人事委員会規

則で定める数を減じた数で除して得た額を減額して給与を支給する。 

２ （略） ２ （略） 

- 16 -



病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成18年茨城県条例第19号）新旧対照表【第７条関係】 

改正案 現行 

(給与の種類) (給与の種類) 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 略 ２ 略 

３ 手当の種類は，管理職手当，初任給調整手当（第１種初任給調整手当

及び第２種初任給調整手当をいう。第29条において同じ。），扶養手当，

地域手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，在宅勤務等手当，特殊

勤務手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，

管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当及び退職手当とする。 

３ 手当の種類は，管理職手当，初任給調整手当           

                          ，扶養手当，

地域手当，住居手当，通勤手当，単身赴任手当，在宅勤務等手当，特殊

勤務手当，時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当，宿日直手当，

管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当及び退職手当とする。 

  

(初任給調整手当) （初任給調整手当） 

第６条 第１種初任給調整手当は，専門的知識を必要とし，かつ，採用

による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職

員に対して支給する。 

第６条    初任給調整手当は，専門的知識を必要とし，かつ，採用

による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職

員に対して支給する。 

第６条の２ 第２種初任給調整手当は，新たに採用された職員であっ

て，採用の日における当該職員の給料月額等を考慮して管理者が定め

る額が，その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して

管理者が定める額を下回るものに対して支給する。 

（新設） 

２ 前項に定めるもののほか，第２種初任給調整手当は，同項の規定の

適用を受ける職員以外の職員で，同項の規定により第２種初任給調整

 

 

 

  

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして

管理者が定めるものに対して支給する。 
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地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年茨城県条例第34号）新旧対照表【第８条関係】 

改正案 現行 

（職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） （職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～３ （略） ２～３ （略） 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、                             

   給与条例     第12条第２項及び第16条第２項の規定を適

用する。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、第４条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改

正後の給与条例」という。)第12条第２項及び第16条第２項の規定を適

用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、   

 給与条例第９条の４第１項、第22条第３項及び第22条の６第２項の

規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後

の給与条例         第22条第３項及び第22条の６第２項の

規定を適用する。 

６     給与条例第22条の４第１項の職員に暫定再任用職員が含ま

れる場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分

ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中

「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務

職員及び地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例（令和４年茨城県条例第34号）付則第２条に規定す

る暫定再任用職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、

同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再

任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

６ 改正後の給与条例第22条の４第１項の職員に暫定再任用職員が含ま

れる場合における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分

ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中

「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務

職員及び地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例（令和４年茨城県条例第34号）付則第２条に規定す

る暫定再任用職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、

同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再

任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

 

７ 給与条例第６条第３項        から第10項まで、第９条の

３、第10条並びに第23条                     

    の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

７ 給与条例第６条第３項、第６項及び第８項から第10項まで、第９条の

３、第10条並びに第23条並びに改正後の給与条例第６条第４項、第５項

及び第７項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

８     給与条例付則第25項から第34項までの規定は、令和３年改

正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には

適用しない。 

８ 改正後の給与条例付則第25項から第34項までの規定は、令和３年改

正法附則第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には

適用しない。 
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○ 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和27年茨城県条例第55号）新旧対照表 

改正案 現行 

付 則 付 則 

６ 医師の資格を有する者が病院事業管理者に任命された場合における

当該病院事業管理者に係る給料は，当分の間，第３条第１項の規定に

かかわらず，月額1,060,000円とする。 

６ 医師の資格を有する者が病院事業管理者に任命された場合における

当該病院事業管理者に係る給料は，当分の間，第３条第１項の規定に

かかわらず，月額1,050,000円とする。 

  

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

職名 給料月額（単位 円） 

知事 1,380,000

副知事 1,090,000

教育長 920,000

公営企業管理者 920,000

病院事業管理者 920,000

常勤の監査委員 670,000
 

職名 給料月額（単位 円） 

知事 1,340,000

副知事 1,080,000

教育長 910,000

公営企業管理者 910,000

病院事業管理者 910,000

常勤の監査委員 660,000
 

  

別表第２ （略） 別表第２ （略） 

  
別表第３（第６条，第９条関係） 別表第３（第６条，第９条関係） 

職名 報酬 相当する

職務の級 月額 

（単位 

円） 

日額 

（単位 

円） 

非常勤の監査委員 識見を有す

る者のうち

から選任さ

れた監査委

員 

242,000  9級 

議員のうち 137,000  

職名 報酬 相当する

職務の級 月額 

（単位 

円） 

日額 

（単位 

円） 

非常勤の監査委員 識見を有す

る者のうち

から選任さ

れた監査委

員 

235,000  9級 

議員のうち 133,000  

から選任さ

れた監査委

員 

監査専門委員   17,000

教育委員会の委員 219,000  

人事委員会の委員 委員長 239,000  

委員 219,000  

公安委員会の委員 委員長 239,000  

委員 219,000  

選挙管理委員会の委員 委員長 225,000  

委員 204,000  

労働委員会の委員 会長 239,000  

会長代理 219,000  

公益を代表

する委員 

214,000  

その他の委

員 

206,000  

収用委員会の委員 会長   21,000

委員   18,000

海区漁業調整委員会の委

員 

会長   21,000

委員   18,000

内水面漁場管理委員会の

委員 

会長   21,000

委員   18,000

付属機関の委員その他の構成員   14,000特7級 
 

から選任さ

れた監査委

員 

監査専門委員   16,000

教育委員会の委員 213,000  

人事委員会の委員 委員長 232,000  

委員 213,000  

公安委員会の委員 委員長 232,000  

委員 213,000  

選挙管理委員会の委員 委員長 218,000  

委員 198,000  

労働委員会の委員 会長 232,000  

会長代理 213,000  

公益を代表

する委員 

208,000  

その他の委

員 

200,000  

収用委員会の委員 会長   20,000

委員   17,000

海区漁業調整委員会の委

員 

会長   20,000

委員   17,000

内水面漁場管理委員会の

委員 

会長   20,000

委員   17,000

付属機関の委員その他の構成員   13,0007級 
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茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例（平成28年条例第13号）新旧対照表 

改正案 現行 

（地方活力向上地域以外の地域等における事業税の不均一課税）  （地方活力向上地域以外の地域等における事業税の不均一課税） 

第５条 地方活力向上地域以外の地域等において条例対象業務施設の用

に供する設備であって規則で定めるもの（以下「条例対象特別償却設

備」という。）を新設し，又は増設した者（この条例の施行の日から

令和10年３月31日までの間に，前条第３項の規定に基づき，条例対象

事業計画の認定を受けた認定事業者であって，当該認定を受けた日か

ら同日の翌日以後３年を経過する日まで（同日までに同条第６項の規

定により当該認定を取り消されたときは，その取り消された日の前日

まで）の間に，条例対象特別償却設備を新設し，又は増設した者に限

る。以下「条例対象特別償却設備設置者」という。）については，個

人にあっては当該条例対象特別償却設備を当該条例対象業務施設に係

る事業の用に供した日の属する年以後３年の各年，法人にあっては当

該条例対象特別償却設備を当該条例対象業務施設に係る事業の用に供

した日の属する事業年度の開始の日から同日以後３年を経過する日ま

での期間内に終了する各事業年度の課税標準額となる所得金額又は収

入金額のうち第２条第１項の規定の例により計算した額に対して課す

る事業税の税率は，県税条例第40条の５又は第40条の11の３の規定に

かかわらず，これらの規定に定める率に0.75を乗じて得た率とする。 

第５条 地方活力向上地域以外の地域等において条例対象業務施設の用

に供する設備であって規則で定めるもの（以下「条例対象特別償却設

備」という。）を新設し，又は増設した者（この条例の施行の日から

令和８年３月31日までの間に，前条第３項の規定に基づき，条例対象

事業計画の認定を受けた認定事業者であって，当該認定を受けた日か

ら同日の翌日以後３年を経過する日まで（同日までに同条第６項の規

定により当該認定を取り消されたときは，その取り消された日の前日

まで）の間に，条例対象特別償却設備を新設し，又は増設した者に限

る。以下「条例対象特別償却設備設置者」という。）については，個

人にあっては当該条例対象特別償却設備を当該条例対象業務施設に係

る事業の用に供した日の属する年以後３年の各年，法人にあっては当

該条例対象特別償却設備を当該条例対象業務施設に係る事業の用に供

した日の属する事業年度の開始の日から同日以後３年を経過する日ま

での期間内に終了する各事業年度の課税標準額となる所得金額又は収

入金額のうち第２条第１項の規定の例により計算した額に対して課す

る事業税の税率は，県税条例第40条の５又は第40条の11の３の規定に

かかわらず，これらの規定に定める率に0.75を乗じて得た率とする。 

２ （略） ２ （略） 
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茨城県住民基本台帳法施行条例（平成14年条例第43号）新旧対照表 

改正案 現行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

１～12 略 

13 茨城県地域医療薬剤師修学資金貸与条例（令和６年茨城県条例第2

3号）による修学資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって

規則で定めるもの 

14～21 略 

１～12 略 

（新設） 

 

 

13～20 略 

（削除） 21 採石法（昭和25年法律第291号）による採石業者の登録又は届出に

関する事務であって規則で定めるもの 

（削除） 22 砂利採取法（昭和43年法律第74号）による砂利採取業者の登録又

は届出に関する事務であって規則で定めるもの 

22～32 略 23～33 略 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

知事以外の執行

機関 

事務 

教育委員会  略 

公安委員会 略 

（削除） （削除）   

 
 

知事以外の執行

機関 

事務 

教育委員会  略 

公安委員会 略 

監査委員 地方自治法第242条第1項の規定による請求に関する

事務であって規則で定めるもの 
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